
 

 

第 1 節 基本的事項（事務事業編・区域施策編 共通） 

（1）地球温暖化のメカニズム 

地球は太陽からのエネルギーで暖められ、その地表面からは熱が放出されます。その熱を二酸化炭素

や水蒸気などの温室効果ガスが吸収することで、大気が暖められます。 

現在の地球の平均気温は 14℃前後ですが、これは温室効果ガスの働きによるものです。もし、温室

効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射された熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場合

の平均気温は－19℃くらいになるといわれています。 

このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可欠なものです。しかし、産業革命以降、人間は

石油や石炭等の化石燃料を大量に燃やして使用することで、大気中への温室効果ガス、特に二酸化炭素

の排出を急速に増加させています。このため、温室効果がこれまでよりも強くなり、地表面の温度が上

昇しています。これを「地球温暖化」と呼んでいます。 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 6 次評価報告書によると、人間活動が大気・海洋及び陸

域を温暖化させてきたことには疑う余地がなく、現在大気中の二酸化炭素量などは過去 80 万年間で前

例のない水準まで増加しています。その結果、世界の平均気温は産業革命以前（1850 年～1900 年を基

準とする）と比べて 2011 年～2020 年で 1.09℃上昇しました。 

二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化は概ね比例関係にあるとされています。故に、こ

れからも人類が同じような活動を続けるとすれば、地球の平均気温は今より上昇すると予測されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

第 7 章 地球温暖化対策（ふじみ野市地球温暖化対策実行計画） 

第 1節 



 

 

（2）地球温暖化の影響 

平均気温の上昇は、わずかな数値であっても大きな影響が現れてきます。 

かつてない猛暑だと言われた年でさえ、平均気温にすると平年より約 1～2℃程度高かっただけです。

IPCC の第 6 次評価報告書では、このまま地球温暖化が進むと、今世紀末には排出量が非常に少ないシ

ナリオで産業革命以前と比べて 1.0℃～1.8℃上昇（最良推定値 1.4℃)、中間のシナリオでは 2.1℃～

3.5℃（同 2.7℃)、非常に多いシナリオでは 3.3℃～5.7℃（同 4.4℃）に上昇する可能性が高いと予測

しています。 

そうなると、世界では次のようなことが予想されます。 

 

【地球温暖化による世界の影響予測】 

① 海水の熱膨張や南極やグリーンランドの氷河が融けて、今世紀末には海面が最大 101cm 上昇しま

す。 

② 陸域の降水量が増え、年平均降水量が最大で 13％増加します。 

③ 降雨パターンが大きく変わり、内陸部では乾燥化が進み、熱帯地域では台風、ハリケーン、サイク

ロンといった熱帯性の低気圧が猛威を振るい、洪水や高潮などの被害が多くなります。 

④ 現在絶滅の危機にさらされている生物は、ますます追い詰められ、さらに絶滅に近づきます。 

⑤ マラリアなど熱帯性の感染症の発生範囲が広がります。 

⑥ 気候の変化に加えて、病害虫の増加で穀物生産が大幅に減少し、世界的に深刻な食糧難を招く恐れ

があります。 

 

地球温暖化による気温や水温の上昇、降水量の変化などによって、自然の生態系も深刻な影響を受け

ます。しかし、目に見える変化は、気候が変化した後、数年、数十年、数百年と遅れて起こります。現

在、大きな変化がないから大したことがないと思っていると、いずれ取り返しのつかない変化が生じる

ことになるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 



 

 

（3）近年の温暖化への取組 

 1 世界の取組 

平成 27（2015）年 12 月に開催された国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）では、産業

革命前からの世界の気温上昇を 2℃未満に抑えるとともに、1.5℃未満に抑えるよう努力することを目

的とし、すべての締約国の参加による 2020 年以降の地球温暖化対策の法的枠組みをまとめた「パリ協

定」が採択され、平成 30（2018）年には国連気候変動枠組条約第 24 回締約国会議（COP24）では、パ

リ協定の実施に向けたガイドラインが採択されました。 

また、令和 3（2021）年に英国グラスゴーにて開催された国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議

（COP26）では、「パリ協定」と「気候変動に関する国際連合枠組条約」の目標達成に向けた行動を加速

させるため、「1.5℃目標」を実現するための努力を追求するという目標が明記された「グラスゴー気候

合意」が採択され、すでに 1.1℃以上上昇してしまっている地球気温を、1.5℃目標を目指し、令和 32

（2050）年までに世界の二酸化炭素排出量実質ゼロ（カーボンニュートラルとほぼ同義）に向けて動き

出しています。 

 

 2 日本の取組 

日本は平成 28（2016）年 5 月、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117 号。以下

「地球温暖化対策推進法」という。）に基づき、地球温暖化対策計画及び政府実行計画を閣議決定しま

した。地球温暖化対策計画は、我が国の地球温暖化対策に関する総合計画で、パリ協定等を踏まえ、長

期的目標として「2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指す」としていましたが、令和 2

（2020）年秋、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050 年カーボ

ンニュートラル」、「脱炭素社会」を目指すことを宣言しました。 

また、令和 3（2021）年には、気候変動サミットなどで、2050 年カーボンニュートラルに向け「温室

効果ガスを 2030 年までに 2013 年度比で 46％削減する」という、新たな目標を表明し、また、あらゆ

る分野ででき得る限りの取組を進めていく中で 50％削減の高みにも挑戦していくと表明しました。 

 

 

  

コラム ■カーボンニュートラル・ゼロカーボン 

令和 2（2020）年 10 月、政府は令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ

にする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。 

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」か

ら、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味し

ています。 

カーボンニュートラルの達成のため

には、温室効果ガスの排出量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化をする必

要があります。 資料：環境省 脱炭素ポータル 



 

 

 3 埼玉県の取組 

埼玉県では平成 21（2009）年 2月に策定した「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050（埼玉県

地球温暖化対策実行計画）」に適応策を位置付けるとともに、同年 3 月に制定した埼玉県地球温暖化対

策推進条例において、地球温暖化対策の定義及び県が実施する地球温暖化対策に適応を位置付けるな

ど、各自治体の中でも最も早い時期から適応策に取り組んできました。 

平成 24（2012）年には地球温暖化対策推進委員会に「適応策専門部会」を設置し、適応策を検討す

るための庁内体制を整備しました。適応策専門部会における検討を経て、平成 28（2016）年に県の適

応計画「地球温暖化への適応に向けて～取組の方向性～」を作成し、適応策を推進してきました。 

また、平成 30（2018）年 12 月には気候変動適応法が施行され、埼玉県では「埼玉県気候変動適応セ

ンター」を設置し、県内の気候変更の実態やその影響、将来予測などの情報収集、分析を行い、県内自

治体や事業者、県民に対して適応策に関する情報提供を行っています。 

こうした中で、令和 2（2020）年 3 月に「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第 2 期）」を策定し、「2030

年度における埼玉県の温室効果ガス排出量を2013年度比26％削減する。」ことを目標とするとともに、

「地域気候変動適応計画」を内包することで、適応策に積極的に取り組むことが必要であるとしていま

す。 

 

 4 ふじみ野市の取組 

市では、平成 30（2018）年 3 月に「第 2 期ふじみ野市環境基本計画・前期行動計画」と併せて「ふ

じみ野市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

その中で、市内の温室効果ガスの状況を把握するとともに、「市の事務及び事業に関する温室効果ガ

スの排出削減（事務事業編）」については、6 つの職員の重点取組項目を定め、全庁的に取り組むとと

もに、「市域全体の温室効果ガスの排出削減（区域施策編）」については市民、事業者に求められる取組

を示し、啓発活動に努めました。 

また、最も力を入れている対策・施策として「地球温暖化対策に係る国民運動の推進」を掲げ、環境

学習等を通じ、地域住民に対して地球温暖化対策の実施について普及・啓発活動も実施しています。 

令和 4（2022）年 10 月 1 日に行った「ふじみ野市ゼロカーボンシティ宣言」の趣旨に基づき、令和

32（2050）年までの二酸化炭素排出量実質ゼロに向けた取組を推進するとともに、市民、事業者に対し

ても温室効果ガス削減に向けてのさらなる取組に関する周知啓発に努めます。 

令和 5年（2023）年度に、「令和 4年度（第 2 次補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業）」を活用し、「ふじみ野

市公共施設太陽光発電導入可能調査」を実施しました。調査結果を基に公共施設の新設・大規模改修時

等に太陽光発電設備の導入を検討します。 

 

 

 

  



 

 

（4）計画の位置付け及び策定方法 

この計画は、地球温暖化対策推進法第 19 条に基づき「ふじみ野市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」（以下「区域施策編」という。）を、同法第 21 条に基づき「ふじみ野市地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）」（以下「事務事業編」という。）として、本市の地球温暖化対策の取組を定めたもので

す。 

また、策定にあたっては「地球温暖化対策計画」（令和 3年 10 月 22 日閣議決定）及び次のマニュア

ルに基づき策定しました。 

 

■ふじみ野市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

※市域全体の温室効果ガスの排出の抑制のための計画 

→地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（令和 4年 3 月環境省） 

 

■ふじみ野市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

※市の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑制のための計画 

→地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（令和 4年 3 月環境省） 

 

○地球温暖化対策推進法で位置付けられている「地方公共団体実行計画」 

 

 

【地方公共団体実行計画（事務事業編）の概要】 

 

地方公共団体実行計画（事務事業編）は、すべての地方公共団体に策定義務があり、地球温暖化

対策計画に即して、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の削減等のための措置

に関する計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する

措置の内容等を定めるものです。 

 

 

【地方公共団体実行計画（区域施策編）の概要】 

 

地方公共団体実行計画（区域施策編）は、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市において策

定義務があり、その他の地方公共団体での策定は努力義務となっており、地球温暖化対策計画に即

して、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合

的な計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置

の内容を定めるとともに、温室効果ガスの排出量削減等を行うための施策に関する事項として、再

生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、緑化推進、

廃棄物等の発生抑制等循環型社会の形成等について定めるものです。 

 

  



 

 

（5）対象とする範囲 

1 事務事業の範囲 

・対象事業：市が行うすべての事務事業 

・対象施設：市所有施設（指定管理者等導入施設を含む） 

 

2 組織施設等の範囲 

対象とする組織施設等の範囲は、市の行政組織とし、その組織が管理している施設・車両等を含めて

対象とします。また、指定管理者による管理施設等も対象施設に含みます。 

なお、今後組織改編等があった場合は、計画の進行管理の中で必要に応じて対象組織施設等を見直す

ものとします。 

事務事業編の対象範囲及び関連制度の対象範囲との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編）（令和 4 年 3月環境省）     

 

 

（6）計画期間 

本計画の基準年度を平成 25（2013）年度とし、目標年度をそれぞれ次のとおり定めます。 

平成 25（2013）年度を基準年度とする理由は、「地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決

定）」及び「地方公共団体実行計画策定・実施マニュアル（令和 4 年 3 月環境省）」で示された基準年度

であるため、本計画もそれに基づくものです。 

 

目標区分 事務事業編 区域施策編 

基準年度 平成 25（2013）年度 平成 25（2013）年度 

目標年度 令和 12（2030）年度 令和 12（2030）年度 

長期目標年度 令和 32（2050）年度 令和 32（2050）年度 

 



 

 

（7）対象となる温室効果ガス 

 1 温室効果ガスについて 

地球温暖化対策推進法において、対象とする温室効果ガスは、次の 7 種類の物質ですが、事務事業編

で「温室効果ガス総排出量」の算定対象とする温室効果ガスについては、「パーフルオロカーボン類」、

「六フッ化硫黄」は発生量が非常に少ないこと、また、「三フッ化窒素」は国が定めた「地方公共団体

実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」の規定により除くため、残り 4 種類の

物質とします。 

また、区域施策編では、埼玉県環境科学国際センター提供のデータに基づくため、下記の 7 種類の温

室効果ガスのうち、「二酸化炭素」、「メタン」及び「一酸化二窒素」を対象とします。 

 

本計画で対象とする温室効果ガス        ○:対象 ×:対象外 

温室効果 

ガス 

地球温暖

化係数

（※） 

性 質 用途、排出源 

事務

事業

編 

区域

施策

編 

二酸化炭素

（CO2） 
1 代表的な温室効果ガス 化石燃料の燃焼など。 ○ ○ 

メタン（CH4） 25 
天然ガスの主成分で、常温で気体。

よくもえる。 

稲作、家畜の腸内発酵、

廃棄物の埋め立てなど。 
○ ○ 

一酸化二窒素

（N2O） 
298 

数ある窒素酸化物の中で最も安定

した物質。他の窒素酸化物（例え

ば二酸化窒素）などのような害は

ない。 

燃料の燃焼、工業プロセ

スなど。 
○ ○ 

ハイドロフルオロ

カーボン 

（HFCS） 

1,430 

など 

塩素がなく、オゾン層を破壊しな

いフロン。強力な温室効果ガス。 

スプレー、エアコンや冷

蔵庫などの冷媒、化学物

質の製造プロセスなど。 

○ × 

パーフルオロカー

ボン 

（PFCS） 

7,390 

など 

炭素とフッ素だけからなるフロ

ン。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセス

など。 
× × 

六フッ化硫黄 

（SF6） 
22,800 

硫黄の六フッ化物。強力な温室効

果ガス。 
電気の絶縁体など。 × × 

三フッ化窒素 

（NF3） 
17,200 

窒素とフッ素からなる無機化合

物。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセス

など。 
× × 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センター 

※各温室効果ガスが地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果に対する比で表したもの 

 

 

  



 

 

 2 温室効果ガス排出の部門・分野 

石油や石炭などから作られる電力や燃料などのエネルギーを消費したとき、二酸化炭素排出量が計

上されます。このエネルギー起源二酸化炭素排出は、次のように分類されます。 

また、本計画におけるエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスは、下記の排出源から算定され

ます。地球温暖化への影響はガスによって異なるため、比較が可能なように二酸化炭素排出量として計

算されています。 

 

温室効果ガス排出量算出区分 

項目 部 門 細部門 概   要 

エネルギー起源 CO2による排出 

 

産業部門 

農林業部門 農林業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出 

鉱業部門 鉱業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出 

建設業部門 建設業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出 

製造業部門 製造業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出 

家庭部門 家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出 

その他 

業務部門 

その他 

業務部門 

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部門

にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出 

運輸部門 
自動車部門 自動車におけるエネルギー消費に伴う排出 

鉄道部門 鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出 

エネルギー起源 CO2以外の温室効果ガスによる排出 

 工業プロセス（セメント等）による排出（二酸化炭素） 

水田からの排出（メタン） 

一般廃棄物の焼却による排出（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素） 

生活・商業排水処理からの排出（メタン、一酸化二窒素） 

※運輸部門の自動車は、本市におけるすべての車両（産業部門や民生部門を含む）から発生する温室効果ガスの排出量と

なります。 

 

 

（8）温室効果ガスの排出量の算定方法 

本市の温室効果ガス排出量の算出にあたっては、地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施

マニュアル（令和 4年 3月環境省）に基づいており、温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）は、ガ

ス別温室効果ガス排出量にガス別地球温暖化係数を乗じることにより算出し、活動量（燃料使用量や

電気使用量、自動車走行量など）ごとのガス別温室効果ガス排出量は、活動量にガス排出係数を乗じ

ることにより算出します。 

なお、CO2排出量については、排出係数が炭素換算値として与えられている為、44/12 を乗じて、二

酸化炭素換算値への補正を行います。排出係数及び地球温暖化係数は「地球温暖化対策の推進に関す

る法律施行令（令和 4年 6 月 24 日一部改正）」に基づくものとします。 

また、電力の使用に伴う排出量は、国が公表する電気事業者ごとの排出係数を用いて算定します。 

 

  



 

 

第 2 節 温室効果ガス排出量の現状 

（1）温室効果ガス排出量の推移と現状（事務事業編） 

ふじみ野市地球温暖化対策実行計画・事務事業編（平成30（2018）年3月策定（以下、「前計画」という。））

における温室効果ガス排出量の推移は次のとおりです。 

温室効果ガス排出量の推移（事務事業編） 

年 度 目標値等（t-CO2） 実績値等（t-CO2） 基準値との比較（％） 

平成 25 年度（基準年度） 40,217（基準値） 40,217 100.0 

平成 29 年度  34,597 86.0 

平成 30 年度  35,328 87.8 

令和元年度  31,438 78.2 

令和 2年度  34,166 85.0 

令和 3年度  32,159 80.0 

令和 4年度（目標年度） 31,771（前期目標値）   

※H28年の環境センター稼働により廃プラスチックの割合が大きく変わったため、H28年以前の数値は補正を行っています。 

 

前計画の事務事業編は、平成25（2013）年度を基準として、令和4（2022）年度にマイナス21％削減を目標と

しました。 

その結果、市庁舎及び公共施設から排出される温室効果ガスについては、平成29（2017）年度に14％の減少と

なり、それ以降基準値からは減っている中で増減を繰り返しています。 

前計画にあるように、平成28（2016）年度の「ふじみ野市・三芳町環境センター」の稼働によって同センター

に持ち込まれる廃プラスチックの焼却量が大幅に上昇したことにより、廃プラスチックによる温室効果ガス排出

量への影響は大きく、全体の排出量に対する廃プラスチックの焼却が占める割合は、平成28（2016）年度までは

60％台を推移していましたが、平成30（2018）年度には71.1％となり、令和3（2021）年度には70.9％となって

います。 

また、廃プラスチックの焼却を除いた場合の温室効果ガス排出量を算出すると下記のとおりとなり、こちらは

平成25（2013）年度以降減少傾向となっており、すべての年度で基準年度の数値を下回っています。 

これらのことから、全体的に温室効果ガス排出量は減っている中で、廃プラスチックの焼却を除いた各項目で

も温室効果ガス削減に努めており、依然としてごみ全体に対する廃プラスチックの焼却量の割合が多いことが結

果に大きく影響している状況です。 

温室効果ガス排出量の推移（事務事業編） ※廃プラスチックを除いた場合 

年 度 実績値等（t-CO2） 基準値との比較（％） 

平成 25 年度（基準年度） 12,066 100.0 

平成 29 年度 10,484 86.9 

平成 30 年度 10,220 84.7 

令和元年度 9,402 77.9 

令和 2年度 9,397 77.9 

令和 3年度 9,371 77.7 

マイナス 21％ 

第 2節 



 

 

令和3（2021）年度温室効果ガス排出量の項目別及び所属別割合は次のとおりです。 

約 7 割が廃プラスチックの焼却による温室効果ガスの排出となっており、温室効果ガス排出量に大きく影響

していることが分かります。また、その他約2割が電気による排出となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により数値が合わない箇所があります 

 

主な項目別使用量等の推移は次のとおりです。 

ガソリン、灯油、軽油、液化石油ガス（LPG）、電気の使用量及び一般廃棄物の焼却量、廃プラスチックの焼却

量は概ね減少傾向となっています。令和3（2021）年度における平成25（2013）年度比の減少率は、ガソリンが

55.4％減、灯油が88.4％減、軽油が54.4％減、液化石油ガス（LPG）が61.4％減、電気の使用量が25.7％減、

一般廃棄物の焼却量が14.8％減、廃プラスチックの焼却量が19.1％減となっています。 

一方で、令和3（2021）年度の温室効果ガス排出量合計のうち廃プラスチックの焼却による排出量が占める割合

は70.9％となっており、依然として高い割合を占めています。 

 

各項目別使用量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H28 年の環境センター稼働により廃プラスチックの割合が大きく変わったため、H28 年以前の数値は補正を行っていま

す。 

  

項目別
CO2排出量

（t-CO2）
割合

ガソリン 52.5 0.16%

灯油 27.1 0.08%

軽油 15.0 0.05%

A重油 10.8 0.03%

液化石油ガス 18.9 0.06%

都市ガス 1,599.4 4.97%

電気 7,040.3 21.89%

公用車の走行（ガソリン） 2.4 0.01%

公用車の走行（軽油） 0.0 0.00%

一般廃棄物の焼却 584.9 1.82%

廃プラスチックの焼却 22,788.2 70.86%

浄化槽 18.2 0.06%

カーエアコン 1.4 0.00%

合計 32,159.1 100.00%
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項目別温室効果ガス排出量割合

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

ガソリン（ℓ） 50,742.5 45,591.2 42,495.0 41,697.9 34,868.7 28,347.0 22,502.6 20,985.0 22,612.00

灯油（ℓ） 93,808.0 68,327.0 52,508.0 32,209.0 19,170.0 11,420.0 13,560.4 18,485.6 10,876.00

軽油（ℓ） 12,775.0 2,917.0 3,456.0 2,867.0 3,813.6 3,714.6 5,680.0 4,140.0 5,821.70

A重油（ℓ） 128,500.0 6,108.0 101,692.0 6,000.0 0.0 0.0 10,000.0 6,000.0 4,000.00

液化石油ガス【LPG】（kg） 16,306.0 16,333.4 13,210.0 9,024.6 8,677.1 8,623.7 8,782.7 6,997.7 6,286.90

都市ガス（m
3
） 495,394.0 609,812.0 614,998.0 922,705.0 799,079.0 779,906.0 747,837.0 714,956.0 717,215.80

電気（Kwh） 17,062,114.0 17,912,919.6 18,084,985.0 17,691,615.0 14,323,776.2 14,012,508.9 12,616,309.3 12,673,471.0 12,685,173.50

公用車の走行(ガソリン)（km） 286,138.0 627,967.0 381,828.0 440,202.0 342,240.0 339,039.0 295,147.0 268,346.0 268,541.00

公用車の走行(軽油)（km） 17,314.0 4,826.0 6,320.0 12,997.0 16,975.0 18,033.0 20,556.0 20,826.0 20,587.00

一般廃棄物の焼却（湿t） 40,587.2 39,746.7 39,817.6 34,993.5 34,260.8 32,851.7 33,157.1 35,585.3 34,566.40

廃プラスチックの焼却（乾t） 10,163.0 9,952.6 9,970.3 8,762.4 8,705.0 9,064.4 7,955.1 8,941.9 8,226.80

浄化槽（人） 892.7 849.0 169.0 451.0 157.0 625.3 600.0 955.0 841.7

カーエアコン使用台数（台） 107.0 107.0 108.0 108.0 103.0 106.0 102.0 98.0 99.0

温室効果ガス排出量合計（t-CO2） 40,217.4 39,917.2 40,262.2 36,983.3 34,596.6 35,328.1 31,437.5 34,166.4 32,159.1

上記うち廃プラ（t-CO２） 28,151.6 27,568.6 27,617.8 24,271.8 24,112.9 25,108.4 22,035.6 24,769.1 22,788.2



 

 

ガソリン                    灯油 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

軽油                  液化石油ガス（LPG） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

都市ガス                    電気 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物の焼却量              廃プラスチックの焼却量 
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所属別温室効果ガス排出量（令和 3年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民活動推進部の数値が高いのは、主にもやすごみの中の廃プラスチックの焼却によるものです。 

 

 

 

  

部　名 排出量（t-CO2） 構成比 主な要因

総合政策部・秘書室 0.1 0.0% 庁用車の走行等

総務部 581.4 1.8% 庁舎、庁用車の走行等

市民生活部 201.2 0.6% 大井総合支所、出張所

市民活動推進部 24,214.8 75.3% 大井総合体育館等のスポーツ施設、市民交流プラザ等のコミュニティ施設、環境センターでの廃棄物焼却等

福祉部 289.6 0.9% 大井総合福祉センター等

こども元気健康部 387.8 1.2% 保育所、放課後児童クラブ、保健センター等

都市政策部 647.9 2.0% 公園、街路灯、運動公園等

議会事務局 0.2 0.0% 庁用車の走行等

水道事業 2,090.6 6.5% 浄水場等

教育部 3,745.5 11.6% 小中学校、給食センター、公民館

合計 32,159.1 100.0%
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所属別温室効果ガス排出量構成比



 

 

（2）温室効果ガス排出量の推移と現状（区域施策編） 

本市の区域から排出される温室効果ガス排出量の推移については、表のとおりです。 

 

ふじみ野市の部門別温室効果ガス排出量の推移       （t-CO2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により合計数が合わない場合があります。            資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

 

 

令和元（2019）年度の部門別排出量状況は、家庭部門が 125,221t-CO2で全体の 32.2％を占めており

最も高くなっています。次いで、運輸部門が 92,892t-CO2で 23.9％、産業部門が 82,157t-CO2で

21.1％、業務部門が 79,109t-CO2で 20.3％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

産業部門 121,412 93,502 91,437 135,197 95,420 104,637 102,158 110,585 93,136 86,587 88,220 82,157

　　農林業 1,762 1,848 1,848 1,265 1,511 1,852 2,663 2,829 2,961 2,736 2,371 2,391

　　鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　建設業 4,509 2,506 2,883 5,828 6,481 4,981 4,562 5,921 4,043 3,366 3,248 2,904

　　製造業 115,141 89,148 86,707 128,104 87,428 97,803 94,934 101,835 86,132 80,485 82,601 76,863

業務部門 90,870 85,208 82,538 98,837 102,796 100,600 94,245 101,338 91,696 88,405 85,574 79,109

家庭部門 137,701 129,618 143,219 155,457 168,892 171,989 152,418 153,220 136,443 149,943 143,053 125,221

運輸部門 105,180 104,871 105,073 104,535 104,357 102,270 98,824 99,250 98,368 97,352 95,452 92,892

　　自動車 99,262 99,153 99,089 97,613 96,722 94,439 91,268 91,845 91,160 90,382 89,001 86,624

　　鉄道 5,918 5,718 5,984 6,922 7,635 7,831 7,556 7,405 7,208 6,970 6,451 6,268

エネルギー起源以外 9,507 9,317 9,303 9,969 10,266 10,147 10,930 10,623 10,438 10,073 10,161 10,094

　　工業プロセス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　水田 268 268 272 276 260 256 248 240 240 244 240 236

　　一般廃棄物の焼却 9,067 8,881 8,847 9,511 9,819 9,682 10,488 10,180 9,987 9,587 9,715 9,673

　　生活・商業排水処理 172 168 184 182 187 210 195 202 211 242 206 185

合計 464,670 422,517 431,570 503,994 481,732 489,643 458,575 475,016 430,080 432,359 422,461 389,474
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産業部門 82,157 21.1%

　　農林業 2,391 0.6%

　　鉱業 0 0.0%

　　建設業 2,904 0.7%

　　製造業 76,863 19.7%

業務部門 79,109 20.3%

家庭部門 125,221 32.2%

運輸部門 92,892 23.9%

　　自動車 86,624 22.2%

　　鉄道 6,268 1.6%

エネルギー起源以外 10,094 2.6%

　　工業プロセス 0 0.0%

　　水田 236 0.1%

　　一般廃棄物の焼却 9,673 2.5%

　　生活・商業排水処理 185 0.0%

合計 389,474 100.0%



 

 

産業部門、運輸部門を細かくみると次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門については、製造業が高くなっており約 9 割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸部門については、自動車が高くなっており約 9 割を占めています。 
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第 3 節 温室効果ガス排出量の内訳 

（1）事務事業編の内訳 

事務事業編の温室効果ガス排出量は、基準年度である平成 25（2013）年度の排出量と、令和 3（2021）

年度の排出量を算出します。 

 

温室効果ガス排出量（事務事業編） 

算出年度 排出量（t-CO2） 

平成 25（2013）年度 40,217 

令和 3（2021）年度 32,159 

 

 

【項目ごとの詳細排出量  CO2（二酸化炭素）、CH4（メタン）、N2O（一酸化二窒素）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【二酸化炭素換算】 

 

 

 

 

 

※地球温暖化係数：地球温暖化係数とは、温室効果ガスそれぞれの温室効果の程度を示す値です。 

  

第 3節 

項目 単位 使用量 CO2係数
CO2排出量

（t-CO2）
CO4係数

CO4排出量

（t-CO4）
N2O係数

N2O排出量

（t-N2O）
HFC係数

HFC排出量
（t-HFC）

ガソリン（ℓ） L 22,612.0 0.00232 52.46 - - - - - -

灯油（ℓ） L 10,876.0 0.00249 27.08 - - - - - -

軽油（ℓ） L 5,821.7 0.00258 15.02 - - - - - -

A重油（ℓ） L 4,000.0 0.00271 10.84 - - - - - -

液化石油ガス【LPG】（kg） kg 6,286.9 0.003 18.86 - - - - - -

都市ガス（m
3
） m

3 717,215.8 0.00223 1,599.39 - - - - - -

電気（Kwh） kwh 12,685,173.5 0.000555 7,040.27 - - - - - -

公用車の走行(ガソリン)（km） km 268,541.0 - - 0.00000001 0.00269 0.000000029 0.00779 - -

公用車の走行(軽油)（km） km 20,587.0 - - 0.000000002 0.00004 0.000000007 0.00014 - -

一般廃棄物の焼却（湿t） 湿t 34,566.4 - - 0.00000095 0.03284 0.0000567 1.95991 - -

廃プラスチックの焼却（乾t） 乾t 8,226.8 2.770 22,788.24 - - - - - -

浄化槽（人） 人 841.7 - - 0.00059 0.49660 0.000023 0.01936 - -

カーエアコン使用台数 台 99.0 - - - - 0.00001 0.001

合計 - 31,552.16 0.53 1.99 0.001

物質名 単位 排出量 地球温暖化係数
二酸化炭素換算

排出量（t-CO2）

CO2（二酸化炭素） t-CO2 31,552.16 1 31,552.2

CH4（メタン） t-CO4 0.53 25 13.3

N2O（一酸化二窒素） t-N2O 1.99 298 592.2

HFC（ハイドロフルオロカーボン） t-HFC 0.001 1,430 1.4

合計 t-CO2 32,159.1



 

 

（2）区域施策編の内訳 

令和元（2019）年度の区域施策編の温室効果ガス排出量は、次のとおりです。 

 

1 エネルギー起源 CO2排出量の内訳            （t-CO2） 

部門 細部門 排出量 構成比 

産業部門 

農林業 2,391.0 0.6％ 

鉱業 0.0 0.0％ 

建設業 2,903.6 0.8％ 

製造業 76,862.9 20.3％ 

計  82,157.5  

家庭部門 125,221.3 33.0％ 

業務その他部門 79,109.1 20.9％ 

運輸部門 
自動車 86,623.9 22.8％ 

鉄道 6,268.3 1.7％ 

計  92,892.2  

合計排出量 379,380.1 100.0％ 

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。      資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

 

2 エネルギー起源 CO2以外の温室効果ガス排出量の内訳              （t-CO2） 

項目 排出量  構成比 

工業プロセス（セメント等）による排出 0.0 0.0％ 

水田からの排出 236.0 2.3％ 

一般廃棄物の焼却による排出 9,672.7 95.9％ 

生活・商業排水処理からの排出 185.1 1.8％ 

合計排出量  10,093.8  

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。        資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

 

エネルギー起源 CO2       エネルギー起源 CO2以外            合計 

排出量              排出量 

379,380.1      ＋      10,093.8       ＝   389,473.9 t-CO2 

 

【 本市の温室効果ガス排出量 】 

令和元（2019）年度温室効果ガス排出量 

389,473.9 t-CO2 

エネルギー起源   ： 379,380.1 t-CO2 

エネルギー起源以外 ：  10,093.8 t-CO2 

※端数処理により合計数が合わない場合があります。            資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

  



 

 

第 4 節 温室効果ガス排出量の比較 

（1）事務事業編の比較 

基準年度である平成 25（2013）年度の温室効果ガス排出量と、最新データである令和 3（2021）年度

の温室効果ガス排出量を比較すると次のとおりです。 

（t-CO2） 

 平成 25 年度値 令和 3年度値 増 減 

総排出量 40,217 32,159 △8,058 

 ガソリン 118 53 △65 

灯油 234 27 △207 

軽油 33 15 △18 

A 重油 348 11 △337 

液化石油ガス（LPG） 49 19 △30 

都市ガス 1,105 1,599 +494 

電気 9,469 7,040 △2,429 

一般廃棄物の焼却 687 585 △102 

廃プラスチックの焼却 28,152 22,788 △5,364 

公用車の走行 3 2 △1 

浄化槽 19 18 △1 

カーエアコンの使用 1 1 0 

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。 

 

上記のとおり、令和 3（2021）年度の総排出量は平成 25（2013）年度と比較して 8,058t-CO2の減少

となっています。 

項目別にみると、平成 25（2013）年度に比べて、電気の使用、廃プラスチックの焼却による温室効

果ガス排出量が大きく減少している一方で、都市ガスによる温室効果ガス排出量が増えています。これ

は、減少については、電気の LED 化や、こまめな消灯をしたこと、また、ごみの分別の徹底による廃プ

ラスチック焼却量の削減に起因しているものと考えられ、増加については、市内各学校においてガス式

のエアコンを導入したこと、平成 28（2016）年に開設した「なの花学校給食センター」で都市ガスを

燃料とするボイラーを使用していることなどが原因と考えられます。 

総排出量の減少量内訳をみると、減少分のうち電気が占める割合が 30.1％、廃プラスチックの焼却

分が 66.6％となっており、廃プラスチックの焼却量の減少が総排出量の減少に大きく影響していると

いえます。 
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また、前計画の削減目標は、令和 4（2022）年度までに平成 25（2013）年度比でマイナス 21％（31,771t-

CO2）という短期目標を設定していました。この目標に対し、令和 3（2021）年度値は 32,159t-CO2とな

っており、すでにマイナス 20.0％となっていることから来年度には目標を達成できる見込みとなって

います。 

 

 
前計画目標値 

（t-CO2） 

令和 3年度値 

（t-CO2） 
削減割合 達成 

事務事業編 31,771 32,159 20.0％ 〇（見込み） 

 

  



 

 

（2）区域施策編の比較 

1 基準年度との比較 

本計画の基準年である平成 25（2013）年度における国、埼玉県、ふじみ野市の温室効果ガス排出量

は以下のとおりです。（エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスは国、埼玉県、市で算定方法が

異なるため、エネルギー起源二酸化炭素のみ比較。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。 

資料：（国データ）地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月閣議決定）   

資料：（埼玉県・ふじみ野市データ）埼玉県環境科学国際センター提供 

 

基準年度である平成 25（2013）年度温室効果ガス排出量と、令和元（2019）年度の温室効果ガス排

出量を比較すると次のとおりです。前計画の短期目標である令和 4（2022）年度までに、平成 25（2013）

年度比でマイナス 14％という目標に対し、令和元（2019）年度ですでにマイナス 20.5％となっており、

目標達成しているといえます。 

         （t-CO2） 

 平成 25 年度値 令和元年度値 増 減 

エネルギー起源 479,495 379,380 △100,115 

 産業部門 農林業 1,852 2,391 +539 

鉱業 0 0 0 

建設業 4,981 2,904 △2,077 

製造業 97,803 76,863 △20,940 

民生部門 民生業務 100,600 79,109 △21,491 

民生家庭 171,989 125,221 △46,768 

運輸部門 自動車 94,439 86,624 △7,815 

鉄道 7,831 6,268 △1,563 

エネルギー起源以外 10,147 10,093 △54 

 工業プロセスによる排出 0 0 0 

水田からの排出 256 236 △20 

一般廃棄物の焼却による排出 9,682 9,673 △9 

生活・商業排水処理からの排出 210 185 △25 

合計  489,643 389,474 △100,169 

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。          資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

排出量

（千t-CO2）
構成比

排出量

（千t-CO2）
構成比

排出量

（千t-CO2）
構成比

全体値 1,133,000 100.0% 41,015 100.0% 479 100.0%

産業部門 463,000 40.9% 9,976 24.3% 105 21.9%

業務その他部門 238,000 21.0% 10,221 24.9% 101 21.1%

家庭部門 208,000 18.4% 11,159 27.2% 172 35.9%

運輸部門 224,000 19.8% 9,659 23.5% 102 21.3%

国 埼玉県 ふじみ野市
平成25年度

（2013年度）



 

 

エネルギー起源では、建設業、製造業からの排出は減少しましたが、農林業は増加しました。その他、

民生部門、運輸部門ともに減少しており、引き続き各家庭や企業において省エネについての啓発等を行

い、排出量を減らしていく取組が継続的に必要です。 

エネルギー起源以外では、全体的に減少していますが、廃棄物の焼却によって排出量が大きく影響を

受けることから、引き続きごみの分別の徹底及び発生抑制に努めます。 

 

また、前計画の区域施策編における削減目標は、令和 4（2022）年度までに平成 25（2013）年度比で

マイナス 14％（453,317t-CO2）という短期目標を設定していました。この目標に対し令和元（2019）年

度値は389,474t-CO2となっています。すでにマイナス 14.1％となっていますので目標達成しています。 

 

 
前計画目標値 

（t-CO2） 

令和元年度値 

（t-CO2） 
削減割合 達成 

区域施策編 453,317 389,474 14.1％ 〇 

 

 

 

2 埼玉県との比較 

埼玉県との比較では、埼玉県と本市における人口一人当たりの温室効果ガス排出量は次のとおりと

なり、埼玉県は一人当たり 5.36t-CO2に対して、本市は 3.41t-CO2となっており、一人当たりの排出量

が少ない市町村の県内順位は、埼玉県内全 63 市町村のうち 3 位（少ない方が上位）となっています。 

また、令和元（2019）年度埼玉県内の総人口が 7,377,288 人に対し、本市の人口は 114,292 人であ

り、県内全 63市町村のうち人口順位は 19 位となっています。 

こうしたことから、人口数に対する排出量は少なく、人口一人当たりの温室効果ガス排出量の県内順

位は 3位、人口は 19位となり、県内でも排出量の少ない市と言えます。引き続き継続的に温室効果ガ

ス排出量削減へ努めます。 

 

人口一人当たり温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

資料：埼玉県統計年鑑、埼玉県環境科学国際センター提供   

 

 

  

令和元年度
（2019年度）

総排出量

（t-CO2）
人口

（人）

一人当たり排出量

（t-CO2/人）
一人当たり排出量

県内順位

埼玉県 39,569,000.0 7,377,288 5.36 -

ふじみ野市 389,473.9 114,292 3.41 3位/63市町村



 

 

3 県内他市町村との比較 

埼玉県内他市町村との比較では、本市と同規模レベル（人口が 10 万人以上 15 万人未満かつ、第 2次

産業及び第 3 次産業就業者の人口比が 95％以上、第 3 次産業就業者の人口比 65％以上）の 9自治体と

比較をしました。 

                           （t-CO2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により合計と割合が合わない場合があります。          資料：埼玉県環境科学国際センター提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふじみ野市 富士見市 朝霞市 坂戸市 鴻巣市 入間市 戸田市 三郷市 加須市

379,380 318,884 481,850 395,238 465,926 703,493 737,919 594,350 662,980

　　農林業　 2,390 2,077 1,063 1,937 9,323 3,674 4,185 3,483 16,663

　　鉱業　　 0 0 0 0 0 0 0 0 92

　　建設業 2,904 3,547 6,066 4,036 3,400 3,896 7,155 5,594 3,798

　　製造業 76,863 11,814 53,700 70,201 112,328 226,971 195,587 81,597 244,595

　　業務 79,109 68,654 118,701 86,432 81,275 118,583 195,342 141,442 99,197

　　家庭 125,221 136,127 169,770 113,563 118,736 155,376 165,092 153,627 104,908

　　自動車 86,624 90,547 124,645 113,421 134,335 186,827 162,675 200,735 187,557

　　鉄道 6,268 6,118 7,906 5,468 6,529 8,166 7,883 7,872 6,170

10,093 10,570 11,215 11,434 19,006 14,507 14,942 17,620 31,264

0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 1,296 24 2,348 7,800 0 0 548 18,600

9,673 9,227 11,127 8,272 10,576 13,974 14,524 16,422 11,021

185 47 64 814 630 533 417 651 1,642

389,473 329,454 493,065 406,672 484,932 718,000 752,861 611,970 694,244合計

非エネルギー起源

　　工業プロセス

　　水田

　　一般廃棄物の焼却

　　生活・商業排水処理
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2019年 エネルギー起源部門別排出量 近隣市町村比較
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第 5 節 ふじみ野市の温室効果ガス削減目標値の設定 

（1）事務事業編における削減目標 

1 目標設定の考え方 

事務事業編において、一般廃棄物中の廃プラスチックの焼却による温室効果ガス排出量への影響が

非常に大きく、全排出量のうち廃プラスチックの焼却が占める割合は平成 29（2017）年度以降 70％を

超えています。 

こうした中で、廃プラスチックの焼却量の削減を重点課題とし、目標値については、国が「令和 12

年までに 2013 年度比 46％削減、さらに 50％の高みを目指す」こととしていることから、マイナス 50％

を目標として設定し、長期目標については、「ふじみ野市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、令和 32

（2050）年度までに実質排出量ゼロを目標とします。 

 

 

2 削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 3（2021）年度排出量 

32,159.1 t-CO2 

 

 

令和 12（2030）年度排出量 

20,108.7 t-CO2 （2013 年度比マイナス 50％） 

 

目標 

平成 25（2013）年度排出量 

40,217.4 t-CO2 

第 5節 

 

 

令和 32（2050）年度排出量 

 実質排出量ゼロ 

 

長期目標 



 

 

（2）区域施策編における削減目標 

1 目標設定の考え方 

国は、COP21 で採択された「パリ協定」を踏まえた「地球温暖化対策計画」を策定し、長期的目標と

して「2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指す」としていましたが、令和 2（2020）年

秋、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050 年カーボンニュート

ラル」、「脱炭素社会」を目指すことを宣言し、さらに令和 3（2021）年には、気候変動サミットなどで、

2050 年カーボンニュートラルに向け「温室効果ガスを 2030 年までに 2013 年度比で 46％削減する、さ

らに 50％の高みを目指す」という、新たな目標を表明しました。こうした中、埼玉県でも、令和 4（2022）

年 2 月に「埼玉県環境基本計画」を策定し、温室効果ガス排出量の削減目標を修正しました。地球温暖

化対策は、国や県と連携することで相乗効果が期待できることから、本市域から排出される温室効果ガ

ス排出量の削減目標として、平成 25（2013）年度比でマイナス 50％としました。 

また、長期目標については、「ふじみ野市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、令和 32（2050）年度

までに実質排出量ゼロを目標とします。 

 

 

2 削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和 12（2030）年度排出量 

244,821.3 t-CO2 （2013 年度比マイナス 50％） 

 

目標 

令和元（2019）年度排出量 

389,473.9 t-CO2 

平成 25（2013）年度排出量 

489,642.5 t-CO2 

 

 

令和 32（2050）年度排出量 

 実質排出量ゼロ 

 

長期目標 



 

 

第 6 節 温室効果ガス排出量の削減に向けた取組 

（1）事務事業編における取組 

地球温暖化対策に関する施策は、庁内の関係各課と連携を図りながら、効率的に推進していきます。

また、さまざまな施策や広報などによる情報提供を通して、市民や事業者の取組が円滑に進むよう支援

を行います。 

市では、職員一人ひとりが省エネルギーを心がけ、電力及び化石燃料等の使用抑制を図り、例えば、

物品などは購入から使用中、廃棄に至るそれぞれの段階で温室効果ガスの排出抑制を意識し実行して

いくことが大切です。市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、以下

の取組を進め、温室効果ガスの削減を目指します。 

 

職員の重点取組項目 

削減項目 具体的な取組内容 

① 施設等におけるエネルギーの

削減 
・クールビズやウォームビズなどを励行し、空調温度の適正化を

図ります。（冷房時：28℃以上、暖房時：20℃以下） 

・照明については、勤務時間前後や昼休みなど必要な照明以外の

消灯に努めます。また、窓際などは自然光を取り入れ、業務に

支障のない範囲で消灯します。 

・パソコンやプリンタなどの OA 機器は、昼休みや長時間使用し

ない時には電源を切るなど待機電力の削減に努めます。また、

退庁時には可能な範囲で OA 機器をコンセントから抜くなど待

機電力を削減します。 

・職員はエレベーターの使用を原則禁止とします。 

② 公用車使用における環境負荷

軽減（ガソリン・軽油の使用量

の削減、走行距離の短縮） 

・公共交通機関の利用を推進し、公用車の利用抑制に努めます。 

・公用車の使用にあたっては、アイドリングストップに努め、エ

コドライブを推進します。（急発進、急加速等の防止） 

・近距離の外出、出張の場合は、自転車などを活用し、公用車の

利用抑制に努めます。 

・シェアサイクルの活用を推進します。 

③ グリーン購入対策 ・グリーン購入指針に基づいた製品調達を推進します。 

④ ごみ排出抑制、リサイクルの

推進 
・廃プラスチックの焼却量を減らすため、市民に対してごみの分

別の徹底を呼びかけるとともに、職員が率先して分別や減量

化、資源化に努めます。 

・再生利用や長期使用が可能な製品を購入するなど、廃棄物の発

生を抑制し、また、廃棄時の方法まで考慮し製品を選びます。 

・コピー等は両面印刷を徹底し、用紙類の使用削減に努め、印刷

ミスした用紙類は、裏面を再利用します。また、封筒の再利用

に努めます。 

第 6節 



 

 

削減項目 具体的な取組内容 

⑤ 市有施設等の建設、施設・設備

の取組 
・太陽光やバイオマスなどを活用した再生可能エネルギーの導

入に努めます。 

・空調設備などの設置については、エネルギー効率の高い機器の

導入に努めます。 

・照明設備については、点灯時間等を考慮しながら、LED 照明な

ど消費電力の少ない設備の導入を推進します。また、個別電源

への切替え等に努めます。 

・既設の建物の建替え時には、省エネルギー型の建築等を取り入

れ、エネルギー使用の削減に向けた設計に努めます。 

・施設の壁面や敷地への植栽、緑のカーテンなどを設置し、周辺

の緑化を推進します。 

・節水を励行し、水道使用量の削減に努めます。トイレ等の雑用

水や周辺緑化の水やりには雨水の活用ができるよう雨水貯留

槽などの設置に努め、雨水の有効利用の推進に努めます。 

⑥ その他 ・緑地の保全や市街地の緑化など、温室効果ガスの吸収源の確保

に努めます。 

・市民、事業者が緑の保全などヒートアイランド現象の抑制に対

し、貢献、推進できるよう啓発します。 

・地球温暖化に対する仕組みや影響を周知し、抑制に貢献できる

取組を普及啓発します。 

・緑の役割、効用について周知し、市民の草花や緑などに対する

創出意欲の高揚を図ります。また、建築物の壁面、敷地などに

おいて緑のカーテンなどの緑化を推進します。 

・自転車や公共交通機関の利用に関する普及啓発を推進します。 

 

 

  



 

 

（2）区域施策編における取組 

私たちの生活や仕事では、効率化や利便性の向上などとともに電気、ガス、灯油、自動車燃料などの

エネルギーを大量に使用しています。現在のライフスタイルやビジネススタイルにおける IT化の進展

や冷暖房の普及によって、活動時間の深夜化、ビジネスの 24 時間化など、近年大きく変化し、環境へ

の負荷増大等が懸念されています。 

温室効果ガス排出量の削減のためには、日常生活や事業活動のあらゆる場面を見直し、市民、事業者

の一人ひとりが地球温暖化と密接に関わりがあることを認識し、温室効果ガスの排出量の削減に向け

た意識を高め、環境負荷の少ないライフスタイルへの転換を図っていく必要があります。 

一人ひとりの小さな取組の積み重ねが大きな効果を生むことになります。 

日常生活や事業活動、経済活動のさまざまな場面ごとに求められる取組について、国の示す「ゼロカ

ーボンアクション 30」を交え、具体例を示します。 

 

① 電気等のエネルギーの節約や転換 

アクション 暮らしのメリット 

（1）再エネ電気への切替え ・自宅への自家消費型太陽光発電を設置することが難しい状況

でも、再エネ普及に貢献できる。 

（2）クールビズ・ウォームビズ 

気候に合わせた服装と、適切

な室温・給湯器温度設定 

・気候に合わせた過ごしやすい服装・ファッションで効率の向

上、健康、快適に。（冷房の効きすぎによる体温調整機能の低下

防止等） 

・夏のスーツのクリーニング代節約、光熱費の節約 

（3）節電 

不要なときはスイッチ OFF 

・光熱費の節約、火災等の事故予防 

・外出先から遠隔操作で家電を OFF に。 

（4）節水 ・水道費の節約 

（5）省エネ家電の導入 

省エネ性能の高いエアコン・

冷蔵庫・LED 照明等の利用、買換

え 

・電気代の節約ができる。 

・健康、快適な住環境づくり（エアコンの新機能や扇風機・サー

キュレーターとの組み合わせによる快適性・利便性の向上、冷

蔵庫の新機能（鮮度保持や収納力向上）による食材の有効活用

促進） 

（6）宅配サービスをできるだけ

一回で受け取る 

宅配ボックスや置き配、日時

指定の活用等の利用 

・受取時間の指定で待ち時間を有効活用（いつ届くかわからない

まま受取に備えていたずらに待たずに済む） 

・配達スタッフの労働時間抑制、非接触での受取りが可能 

（7）消費エネルギーの見える化

スマートメーターの導入 
・実績との比較により、省エネを実感。光熱費の節約 

・省エネを家族でゲーム感覚で楽しみながらできる。 

 

 

  



 

 

② 住居関係 

アクション 暮らしのメリット 

（8）太陽光パネルの設置 ・自宅に電源を持ち、余剰分は売電することが可能になる。 

・FIT 制度等を利用することで投資回収が可能（電力会社等が初

期費用を負担し、電気代により返済する方法も普及しつつあ

る。） 

（9）ZEH（ゼッチ） 

建替え、新築時は、高断熱で、

太陽光パネル付きのネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 

・健康、快適な住環境を享受できる（断熱効果で夏は涼しく、冬

は熱が逃げにくい。また、結露予防によるカビの発生抑制、冬

のヒートショック対策、血圧安定化等の効果がある。）。 

・換気の効率向上（換気熱交換システムなら冷暖房効率を極力落

とさずに室内の空気環境を清浄に保持） 

・光熱費の節約 

（10）省エネリフォーム 

窓や壁等の断熱リフォーム 

（（5）と同時実施で相乗効果） 

・遮音・防音効果の向上 

・室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネを実現 

・防災レジリエンスの向上 

（11）蓄電地（車載の蓄電池）・

蓄エネ給湯機の導入・設置 
・貯めた電気やエネルギーを有効活用することを通じて、光熱費

の節約や防災レジリエンスの向上に繋げることができる。 

（12）暮らしに木を取り入れる ・生活の中で木を取り入れることは、温かみや安らぎなど心理面

での効果がある。 

・木は調湿作用、一定の断熱性、転倒時の衝撃緩和等の特徴があ

り、快適な室内環境につながる。 

・木を使うことで、植林や間伐等の森林の手入れにも貢献でき

る。 

（13）分譲も賃貸も省エネ物件

を選択 

間取りと立地に加え、省エネ

性能の高さで住まい選択 

・光熱費の節約ができる。 

・健康、快適な住環境を享受できる。 

（14）働き方の工夫 

職住近接、テレワーク、オンラ

イン会議、休日の分散、二地域居

住・ワーケーション 

・通勤・出張等による移動時間・費用の節約、地方移住が選択肢

に。 

・生活時間の確保（家族との時間や育児・介護との両立、自宅で

昼食を摂るなど、生活スタイルに合わせた時間の確保） 

・身体的な負担の軽減（混雑した電車や道路渋滞などからの解

放） 

・徒歩や自転車圏内なら、人との接触（密）を避けられる。 

・観光地、レジャー施設、商業施設の混雑緩和 

・寒い冬は南で、暑い夏は北で暮らす等の工夫により、できるだ

け省エネかつ健康維持。 

 

  



 

 

③ 移動関係 

アクション 暮らしのメリット 

（15）スマートムーブ 

・徒歩、自転車・公共交通機関で

移動 

・エコドライブ（発進/急停車を

しない等）の実施 

・カーシェアリングの活用 

・シェアサイクリングの活用 

・健康的な生活の促進（運動量の確保等） 

・徒歩・自転車利用で密を回避、交通渋滞の緩和 

・移動途中での新たな発見 

・燃費の把握、向上 

・同乗者が安心できる安全な運転、心のゆとりで交通事故の低減 

・自動車購入・維持費用の節約、TPO に合わせて好きな車を選択

可能。 

・必要なときに必要な分だけ利用ができる。 

（16）ゼロカーボン・ドライブ 

再エネ・ゼロカーボン燃料と

EV/FCV/PHEV 

・静音性の向上、排気ガスが出ない。 

・蓄電池として、キャンプ時や災害時等に活用することも可能 

・ガソリン代のコストパフォーマンスの向上 

 

④ 食関係 

アクション 暮らしのメリット 

（17）食事を食べ残さない 

適量サイズの注文ができるお

店やメニューを選ぶ、それでも

食べ残してしまった場合は持ち

帰る（mottECO） 

・適量の注文により食事代を節約できる。 

・食べ残しの持ち帰り（mottECO）が可能であれば、他の食事に

充てられる（食べ残しが減少することは料理の提供者側のモチ

ベーションアップにもつながる。）。 

（18）食材の買い物や保存等で

の食品ロス削減の工夫 

・食べ切れる量を買う 

・工夫して保存し、食べられるも

のを捨てない 

・余剰食品はフードドライブの

活用等によりフードバンク等

に寄附する 

・食費の節約（計画性のある買い物による節約） 

・家庭ごみの減量（生ごみの管理が不要もしくは低減） 

・子どもへの環境（家庭）教育推進活動に繋がる。 

・作り手のモチベーションアップ 

・過食・飽食の抑制、暴飲暴食の回避による健康維持 

・フードバンク等への寄附は、生活困窮者支援にもつながる。 

（19）旬の食材、地元の食材でつ

くった菜食を取り入れた健康な

食生活 

食材のトレーサビリティ表示

を意識した買い物 

※空輸等の流通経路ではないた

め CO2の抑制 

・食を通じた QOL の向上（旬の食材は美味しく栄養価が高く、新

鮮な状態で食べることができる。食を通じて季節感や地域の気

候風土が感じられる。地域活性化や食の安全保障にも貢献で

き、地元の生産者等とつながることは安心にもつながる、皮の

部分等もおいしく食べる方法を考えることで栄養価も上がる。

本来の食べ物の姿に触れることで自然とのつながりが感じら

れる。） 

・栄養状態の改善（野菜不足を解消し栄養バランスが改善する。） 

（20）自宅でコンポスト 

生ごみをコンポスターや処理

器を使って堆肥化 

（ベランダ deキエーロ） 

・生ごみの減量と子どもへの環境（家庭）教育推進活動に繋がる。 

・作った堆肥を家庭菜園やガーデニングに活用できる。 

（家庭菜園やガーデニングによりリラックス効果も） 



 

 

⑤ 衣類、ファッション関係 

アクション 暮らしのメリット 

（21）今持っている服を長く大

切に着る 

適切なケアをする、洗濯表示

を確認して扱う 

・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せる。 

・体型維持（健康管理）を心がけることができる。 

・染め直しやリメイクなど手を加えることでより楽しめる。 

・綺麗に管理することで、フリマ等に回すことができる。 

（22）長く着られる服をじっく

り選ぶ 

先のことを考えて買う 

・無駄遣いの防止（消費サイクルが伸びる。） 

・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せる。 

・体型維持（健康管理）を心がけることができる。 

（23）環境に配慮した服を選ぶ 

作られ方を確認して買う、リ

サイクル・リユース素材を使っ

た服を選ぶ 

・無駄遣いの防止（衝動買いを避ける。） 

・衣を通じた QOL の向上 

・服のできるストーリーを知る楽しみも出てくる。 

 

⑥ ごみを減らす 

アクション 暮らしのメリット 

（24）マイバッグ、マイボトル、

マイ箸、マイストロー等を使う 
・家庭ごみの減量 

・自分の好きなおしゃれなバッグや容器を楽しめる。 

・使い慣れた物を長く使える、物への愛着がわく。 

・自分好みのデザインや機能がある製品を使える。 

・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 

（25）修理や補修をする 

長く大切に使う 

・こだわりや物を大切にする気持ちを表せる（自分らしいアレン

ジや親から子へ世代を越えて使うなどして楽しむことができ

る。）。 

（26）フリマ・シェアリング 

フリマやシェアリング、サブ

スクリプション等のサービスを

活用する 

・購入・維持費用の節約（必要な物を安く手に入れることができ

る。） 

・自分にとっては不要な物でも必要とする他の人に使ってもら

い、収入にもなる。 

（27）ごみの分別処理 

「分ければ資源」を実践する

適正な分別、使用済製品・容器包

装の回収協力 

・家庭ごみの減量 

・資源回収への協力による協力金やポイント還元等（地域で実施

すれば、コミュニティの活性化にもつながる。） 

 

 

  



 

 

⑦ 買い物・投資 

アクション 暮らしのメリット 

（28）脱炭素型の製品・サービス 

（環境配慮のマークが付いた

商品、カーボンオフセット・カー

ボンフットプリント表示商品）

の選択 

・より簡易な包装の商品、環境配慮のマークが付いた商品（マー

クの意味を知る。）、バイオマス由来プラスチックを使った商

品、詰め替え製品を選ぶことで自分の購買によって環境負荷低

減に貢献できることが分かる。 

・ごみの分別が楽になる（ラベルレスのペットボトル等）。 

・市場への供給量が増え、商品の多様化・価格低減化につながる。 

（29）個人の ESG 投資 

ゼロカーボン宣言・RE100 宣言

など地球温暖化への対策に取り

組む企業の応援 

・個人で ESG 投資（気候変動対策をしている企業の応援） 

・地球温暖化への対策に取り組む企業の商品の購入や製品・サー

ビスの利用、投資等により、環境に配慮する企業が増加し、脱

炭素社会づくりとして還元される。 

 

⑧ 環境活動 

アクション 暮らしのメリット 

（30）植林やごみ拾い等の活動 

団体・個人による地球温暖化

対策行動や地域の環境活動への

参加・協力 

・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 

・ゼロカーボンアクションの取組を発信・シェアすることで取組

の輪を広めることができる。 

 

【アクションによる二酸化炭素削減量の目安】 

行 動 二酸化炭素削減量 

テレビを見ないときは消す 13g 

1 日 1時間パソコンの利用を減らす(デスクトップ型パソコン) 13g 

主電源をこまめに切って待機電力を節約 65g 

夏の冷房時の設定温度を 26℃から 28℃に 2℃高くする 83g 

冬の暖房時の設定温度を 22℃から 20℃に 2℃低くする 96g 

炊飯器の保温をやめる 37g 

ガスコンロの炎をなべ底からはみ出さないように調節する 5g 

冷蔵庫にものを詰め込み過ぎない 18g 

冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する 19g 

シャワーの利用時間を 1日 1 分短くする 74g 

風呂の残り湯を洗濯に使いまわす 7g 

入浴は間隔をあけずに行う 86g 

使わないときは保温便座のふたを閉める 15g 

※数字は、1 人 1 日当たりの削減量。    資料：全国地球温暖化防止活動推進センター
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1 ふじみ野市環境基本条例 

平成１９年３月２２日 

条例第２号 

目次 

  前文 

  第１章 総則（第１条―第７条） 

  第２章 快適で良好な環境の保全に関する基本的施策等 

   第１節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念（第８条） 

   第２節 環境基本計画等（第９条・第１０条） 

   第３節 市が講ずる基本的な環境施策等（第１１―第１９条） 

  第３章 市、市民及び事業所の参画及び協働 

   第１節 参画及び協働（第２０条） 

   第２節 環境教育及び学習の推進等（第２１条―第２４条） 

   第３節 快適で良好な環境を確保する活動の促進（第２５条―第２７条） 

  第４章 国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力等（第２８条） 

  第５章 環境審議会（第２９条） 

  第６章 補則（第３０条） 

  附則 

  

私たちのふじみ野市は、武蔵野台地から荒川低地にまたがる地形を持ち、歴史的景観を残す雑木林、ゆ

う水や新河岸川などの水辺空間を有する恵まれた自然環境の下で、多くの歴史的、文化的遺産を継承し、

市民の活力と英知により発展を続けてきた。 

しかし、生活の利便性や物質的な豊かさを追い求めてきた社会経済活動は、今や自然の持つ再生能力を

超える規模となり、その結果地球温暖化など地球規模の問題へと拡大し、人類を含むすべての生物の存

続基盤に深刻な影響を及ぼし始めている。 

もとより、私たちは、健康で安全、安心かつ文化的な生活を営むために、快適で良好な環境を等しく受

ける権利を有するとともに、将来の世代に継承すべき責務がある。 

ここに、私たちは、市、市民及び事業所のすべてがそれぞれの役割の下に、自主的かつ積極的にその責

務を果たし、協働することによって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに、

地球環境の保全に貢献していくため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、快適で良好な環境の確保について、基本理念を定め、市、市民（民間団体を含む。

以下同じ。）及び事業所それぞれの責務を明らかにするとともに、快適で良好な環境の確保に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、快適で良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全、安心かつ文化的な生活を営むために、快適で良好

な環境の確保に寄与することを目的とする。 



 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 快適で良好な環境 気、河川、地下水、土壌、多様な生態系その他の環境の自然的構成要素を良好

な状態に保持し、人の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、歴史的、文化的遺産とも密接に

結びついた景観の形成を図り、市民の健康で安全、安心かつ文化的な生活を営むことができる環境を

いう。 

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因とな

るおそれのあるものをいう。 

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生

生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保

全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で安全、安心かつ文化的な生活の確保に寄

与するものをいう。 

(4) 循環型社会 持続的発展が可能な社会の構築を図るため、資源採取、生産、流通、消費、廃棄等の

社会経済活動の全段階を通じて、資源エネルギーの一層の循環及び効率化並びに廃棄物の発生抑制、

減量化、循環的な利用及び適正な処理を図る等、社会経済システムにおける適正な物質循環を確保す

ることにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 

(5) 公害 環境の保全上の支障のうち、社会経済活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪

臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 快適で良好な環境の確保は、次に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、推

進されなければならない。 

(1) 環境の保全は、快適で良好な環境を確保し、その環境が将来の世代へ継承されるように適切に行

うものとする。 

(2) 快適で良好な環境の確保は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない循環型社会を基調とし

たまちを目指して、市、市民及び事業所すべての者が公正かつ適切な役割分担の下、協働して積極的

に行うものとする。 

(3) 地球環境保全は、人類共通の重要な課題であるとともに、地域の環境が地球環境に深く関わるこ

とをすべての者が自らの問題として認識し、社会経済活動及び日常生活において、 自主的かつ積極

的に推進するものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の確保に関する総合的かつ計画的な施策を策定

し、積極的にこれを実施する責務を有する。 

２ 市は、市が行うすべての施策の策定及び実施に当たっては、環境への配慮を優先し、環境への負荷の

低減及び快適で良好な環境の確保のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

３ 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策に市民及び事業所の意見を反映させるよう必要な措置

を講ずることに努めなければならない。 



 

 

４ 市は、環境保全に関する情報の収集及び公開に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の重要性を認識し、日常生活その他の活動に伴

う環境への負荷の低減及び自然環境の適正な保全に積極的に取り組む責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、快適で良好な環境の確保のために必要な活動を主体的に行うよ

うに努めるとともに、市が実施する快適で良好な環境の確保に関する施策に積極的に参画し、協力する

責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 事業所は、基本理念にのっとり、快適で良好な環境の確保のために、自らの責任において、その

事業活動に伴って生ずる公害を防止しするために必要な措置を講じる責務を有するとともに、環境へ

の負荷の低減に積極的に努めなければならない。 

２ 事業所は、環境に影響を与えるおそれのある土地の形質の変更、工作物の新築又は改築等その他こ

れらに類する事業を行おうとするときは、あらかじめ適正に調査、予測又は評価を行い、環境の保全に

努めなければならない。 

３ 事業所は、その事業活動を行うに当たって、公害の原因となるおそれがあるものを厳重に管理し、及

び環境の状況を常時監視するとともに、公害その他環境保全に支障を及ぼすおそれがある事態が生じ

たときは、誠意をもってその解決に当たるように努めなければならない。 

４ 事業所は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の発生を抑制し、及び資

源の循環的な利用を積極的に推進し、廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を適正に処理する責務を

有する。 

５ 事業所は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品

その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるととも

に、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用する

ように努めなければならない。 

６ 事業所は、快適で良好な環境の確保のために必要な活動を主体的に行うように努めるとともに、市

が実施する快適で良好な環境の確保に関する施策に積極的に参画し、協力するように努めなければな

らない。 

７ 前各項に定めるもののほか、事業所は、快適で良好な環境の確保のために、市の要請する情報の提供

に協力する責務を有する。 

（年次報告書） 

第７条 市長は、環境の状況並びに快適で良好な環境の確保に関して講じた施策等に関する報告書を毎

年作成し、これを公表するものとする。 

 

第２章 快適で良好な環境の保全に関する基本的施策等 

第１節 施策の策定等に当たっての環境優先の理念 

（環境優先の理念） 

第８条 市は、快適で良好な環境の確保を図るため、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境優

先の理念の下に、環境への負荷の低減その他の環境の保全のために必要な措置を講ずるものとする。 



 

 

第２節 環境基本計画等 

（環境基本計画の策定） 

第９条 市長は、快適で良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、ふじみ野

市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 快適で良好な環境の確保に関する長期目標及び総合的な施策の基本的な方向 

(2) 前号に掲げるもののほか、快適で良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業所の意見を反映させるとともに、第２

９条第１項に規定するふじみ野市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境行動計画の策定） 

第１０条 市長は、環境基本計画に基づく施策を推進し、市、市民及び事業所が快適で良好な環境の確保

に資する行動をとるため、環境行動計画を策定するものとする。 

第３節 市が講ずる基本的な環境施策等 

（環境基本計画等との整合） 

第１１条 市は、環境にかかわる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画等との整合性

を図るとともに、環境の保全に積極的に配慮するものとする。 

（基本的事項の推進） 

第１２条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる施策を市民及び事業所と協働して推進するも

のとする。 

(1) 大気、河川、地下水、土壌その他の自然的構成要素の保全及び回復に関すること。 

(2) 野生生物の種の保存、生態系の保護その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、雑

木林、水辺地等における自然環境の保全及び回復に関すること。 

(3) 快適で良好な環境及び地域特性を生かした良好な景観の形成並びに歴史的、文化的遺産の保全、

回復及び創造に関すること。 

(4) 循環型社会の形成及び地球環境保全に資すること。 

（環境の保全上の支障を防止するための規制措置） 

第１３条 市は、公害の原因になる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に

関し、当該行為を行う者に対し必要な規制措置を講ずるものとする。 

（市民及び事業所の意見の反映） 

第１４条 市は、快適で良好な環境の保全に関する施策に、市民及び事業所の意見を反映させることが

できるように必要な体制の整備を講ずるものとする。 

（調査の実施と報告） 

第１５条 市は、環境の状況を的確に把握し、快適で良好な環境の確保に関する施策を適切に推進する

ために必要な調査を実施し、公表するものとする。 

（環境監査の実施） 



 

 

第１６条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策の適正な推進を確保するため、市が行う環境監

査に関し調査研究を行い、その実施に努めるものとする。 

（環境監査の普及等） 

第１７条 市は、事業活動が環境に与える影響について事業所が自主的に行う監査の普及に努めるもの

とする。 

（環境管理等） 

第１８条 市は、自らが環境管理（快適で良好な環境の保全に関する目標を定めた行動計画を策定し、実

行し、見直す等の一連の取組をいう。以下同じ。）を実施するために必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

（総合調整のための体制の整備） 

第１９条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策について、総合的に調整し、推進し、及び客観的

に評価するために必要な体制の整備を講ずるものとする。 

 

第３章 市、市民及び事業所の参画及び協働 

第１節 参画及び協働 

（参画及び協働の推進） 

第２０条 快適で良好な環境は、すべての市民の共有財産であり、市、市民及び事業所があらゆる力を尽

くすことにより確保できるものであるため、それぞれの責務及び役割を自覚するとともに、公正かつ対

等な立場で参画及び協働して快適で良好な環境を確保するための活動に共に積極的に取り組むよう努

めるものとする。 

２ 市は、快適で良好な環境を確保するための活動を市民及び事業所と共に推進するための体制の整備

に努めなければならない。 

第２節 環境教育及び学習の推進等 

（環境教育の理念） 

第２１条 快適で良好な環境の確保に関する教育は、環境と人の活動との関係を認識すること及び快適

で良好な環境の確保について理解を深めることにより、環境に関する倫理が確立され、学習意欲の向上

が図られ、もって環境に配慮した活動が自ら実践できるように推進されなければならない。 

（学習の実施） 

第２２条 市民及び事業所は、快適で良好な環境の確保のためには環境教育が重要な役割を有すること

を認識することにより、自ら快適で良好な環境の確保に関する学習を主体的に行い、及び当該事業所の

従業者に行わせるように努めなければならない。 

（環境教育及び体験的環境学習の推進） 

第２３条 市は、快適で良好な環境の確保を推進するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施

するものとする。 

(1) 環境教育及び体験的環境学習の推進のための施策 

(2) 環境教育及び体験的環境学習の支援のための施策 

(3) 環境教育及び体験的環境学習に関する広報活動 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、環境教育及び体験的環境学習の推進のために必要な施策 



 

 

（情報の提供） 

第２４条 市は、基本的な環境施策を推進するため、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、

個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、市民及び事業所が行う自発的な環境活動の促進並びに

環境教育及び環境学習の振興等に資するため、必要な情報を適切に提供するものとする。 

第３節 快適で良好な環境を確保する活動の促進 

（自発的活動の促進） 

第２５条 市は、快適で良好な環境を確保するため、市民及び事業所が自発的に行う環境保全に関する

活動が促進されるように必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（助成措置） 

第２６条 市は、市民及び事業所が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全のため

の適切な措置をとることを援助するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるよう努めるものとする。 

（財政措置） 

第２７条 市は、快適で良好な環境の確保に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる

ものとする。 

 

第４章 国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力等 

（国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力） 

第２８条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全等に関する施策の策定及び実施に当たっては、

国及び埼玉県その他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

２ 市長は、前項の国及び埼玉県その他の地方公共団体との協力の推進に当たって、特に必要があると

認めるときは、国及び埼玉県その他の地方公共団体に対して、意見を述べることができる。 

 

第５章 環境審議会 

（環境審議会） 

第２９条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき、ふじみ野市環境審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し答申するほか、必要があるときは、市長

に意見を述べることができる。 

(1) 環境基本計画に関する事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的な事項 

３ 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募により選出された市民 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 



 

 

第６章 補則 

（その他） 

第３０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（ふじみ野市環境審議会条例の廃止） 

２ ふじみ野市環境審議会条例（平成１８年ふじみ野市条例第１１号。以下「審議会条例」という。）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の審議会条例第４条の規定により委嘱された委

員は、第２９条第４項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、委嘱されたものとみ

なされる者の任期は、同条第５項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における前項の規定による

廃止前の審議会条例第５条第１項に規定する委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。 

 

 

  



 

 

2 ふじみ野市環境審議会規則 

平成１９年７月９日 

規則第３９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、ふじみ野市環境基本条例（平成１９年ふじみ野市条例第２号）第２９条第６項の規

定に基づき、ふじみ野市環境審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取

し、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、環境課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

  



 

 

3 計画策定の経過 

(1)市民等アンケート調査(令和 3 年 11 月実施) 

対象 配布数 有効回収数 有効回収率 

市民 2,000 件 769 件 38.5％ 

小・中学生 636 件 573 件 90.1％ 

小学生 427 件 386 件 90.4％ 

中学生 209 件 187 件 89.5％ 

事業所 200 件 52 件 26.0％ 

 

 

(2)ふじみ野市環境基本計画策定等庁内推進会議 

【令和 3 年度】 

回 開催日 概要 

第 1 回 令和3年10月11日 市民向けアンケート調査票について 

第 2 回 令和4年3月15日 骨子案について → 書面送付にて実施 

 

【令和 4 年度】 

回 開催日 概要 

第 1 回 令和4年5月16日 

①令和 4 年度環境審議会スケジュールについて 

②第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）施策体系（案）につ

いて 

③第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 1 章～第 3 章（案）

について 

④地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）について 

第 2 回 令和4年7月14日 
①温室効果ガスの排出量及び削減目標について 

②地球温暖化防止のための取り組みについて 

第 3 回 令和4年9月14日 

①第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 4 章（案）につい

て 

②第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 5 章（案）につい

て 

③第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 6 章（案）につい

て 

第 4 回 令和4年11月9日 第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）全体案について 

第 5 回 令和5年1月30日 
第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）（原案）について 

 → 書面送付にて実施 

 

  



 

 

(3)ふじみ野市環境審議会 

【令和 3 年度】 

回 開催日 概要 

第 1 回 令和3年10月26日 市民向けアンケート調査票について 

第 2 回 令和3年11月22日 令和 3年度版環境年次報告書について 

第 3 回 令和4年2月22日 アンケート調査結果の報告について → 書面送付にて実施 

第 4 回 令和4年3月22日 諮問、骨子案について 

 

【令和 4 年度】 

回 開催日 概要 

第 1 回 令和4年5月27日 

①令和 4 年度環境審議会スケジュールについて 

②第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）施策体系（案）につ

いて 

③第 2期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 1 章～第 3 章（案）

について 

④地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）について 

第 2 回 令和4年7月29日 
①温室効果ガスの排出量及び削減目標について 

②地球温暖化防止のための取り組みについて 

第 3 回 令和4年9月30日 

①第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 4 章（案）につい

て 

②第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 5 章（案）につい

て 

③第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）第 6 章（案）につい

て 

第 4 回 令和4年11月18日 第 2 期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）全体案について 

第 5 回 令和5年2月13日 

①パブリック・コメントの募集結果について 

②第２期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）（原案）について 

③市長への答申（案）について 

 

(3)パブリック・コメント（令和 4年 12月 12 日～令和 5年 1月 10 日） 

結果 

5 件（1 名）の意見がありました。 

 

 

  



 

 

4 諮問文 

ふ 環 第 ２ ８ ９ ２ 号  

令和４年３月２２日  

ふじみ野市環境審議会 

会長 井 上   昭 様 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

 

第２期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）の策定に関する事項 

について（諮問） 

 

ふじみ野市環境基本条例第９条第３項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。 

 

記 

１ 諮問事項 

第２期ふじみ野市環境基本計画（後期行動計画）の策定について 

 

２ 諮問内容 

本市においては、「ふじみ野市環境基本条例」に基づく第２期ふじみ野市環境基本計画前期行動計画を

平成３０年３月に策定し、来年度３月末で前期行動計画期間の５年が経過します。 

この間、「学びと協働の推進｣、｢環境にやさしいまちづくりの推進｣、｢環境負荷の少ない循環型社会の

構築｣及び｢自然と調和した環境づくりの推進」の４つの大綱を掲げ目標達成に向け取り組んでまいりま

した。 

その結果、平成２６年度から平成３０年度まで５年連続して「１人１日あたりの生活系ごみの排出量が

少ない市」を達成することができました。 

さらに、環境センターにおいて「環境学習館えこらぼ」を活用することで、環境に係る学習や啓発に取

り組むなど、一定の成果があがっている状況でございます。 

また、内閣総理大臣が令和２年１０月に２０５０年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにする、

すなわち２０５０年カーボンニュートラルの実現を目指す宣言がされ、地球温暖化に対する国や埼玉県

の動き、市を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中で、計画内容の見直しをするため、新たに第２期ふ

じみ野市環境基本計画後期行動計画を策定することになりました。 

今年度は、市民アンケートを実施し、そこから見える傾向を踏まえ、計画の骨子から施策の展開に向

け、環境審議会においてよりよい計画を策定すべく慎重な協議を重ね、市民、関係団体及び市が一体とな

り取り組んでいく必要があります。 

つきましては、ふじみ野市環境基本条例第９条第３項の規定に基づき、ここに第２期ふじみ野市環境基

本計画後期行動計画の策定について諮問します。 

  



 

 

5 答申文 

令和５年２月１３日  

 

ふじみ野市長 高 畑   博 様 

 

ふじみ野市環境審議会      

会長 井 上   昭      

 

第２期ふじみ野市環境基本計画 後期行動計画（原案）について（答申） 

 

令和４年３月２２日、ふ環第２８９２号で諮問のありました標記の件について、本審議会で慎重に審議

を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

今後は本計画の実現のため、市民、事業者及び環境活動団体等との協働をさらに進め、積極的かつ効果

的な施策の展開を図るとともに、社会経済情勢の変化や国の動向等を的確に把握し、目指すべき環境像

「みんなではぐくむ 緑豊かな住みよいまち ふじみ野」を実現されますとともに、「２０５０年ゼロカ

ーボンシティ」の実現に向け積極的に取り組んでいただきますよう要望します。 

なお、下記の取組や、この審議会で出された意見につきましては、今後の環境行政の中で十分生かして

いただくよう、要望します。 

 

記 

 

１ 第２期ふじみ野市環境基本計画 後期行動計画（原案） 

 別紙のとおり 

 

２ 答申にあたっての意見 

 

・本計画の推進について 

本計画の作成に関して、市民・事業者の方々から様々なご意見・ご提案をいただき、現状と課題を整

理しました。今後の計画の推進にあたり、これらを十分に踏まえて取り組んでいただきたい。 

 

・協働体制の強化について 

市民、事業者や環境活動団体等と市が協働して環境保全に取り組むことが重要であり、今後、さらに

意見交換等を行い、情報提供、団体育成も含め、協働体制の強化を行なっていただきたい。 

 

・新たな環境問題への対応について 

近年の環境問題、環境行政を取り巻く情勢等は年々大きく変化しており、地球温暖化、生物多様性、

特定外来生物等の新たな環境問題に対して適宜対応を図っていただきたい。 

 



 

 

・環境教育・環境学習について 

本計画の遂行にあたっては、環境保全の担い手づくりが必要であり、各年代層にわたる環境教育・環

境学習の充実により、人材の育成を期待します。 

 

・本計画の周知について 

イラストや丁寧な用語を用い、より分かりやすい工夫で概要版を作成し、その有効活用等により広く

周知を図っていただきたい。 

 

・本計画の進捗確認について 

環境基本計画や地球温暖化対策実行計画の進捗状況を確認するとともに、計画の実現を図っていた

だきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 区域施策編の対策（参考：国マニュアルより抜粋） 

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」における各部門ごとの主な対策と、対

策を行うことによる削減効果は以下のとおりとなります。各部門で、目標値を達成できるように温室効

果ガスの削減に努めます。なお、市においては、表中の「地方公共団体が実施することが期待される施策

例」の施策を推進するとともに、下記の対策について市民・事業所等へ周知及び啓発を行います。 

 

 

 

（1）産業部門 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（業種横断） 

高効率空調の

導入 

高効率空調の導入 高効率空調の導入支援

及び普及啓発 

高効率空調の消

費エネルギー 

25％ 

（エネルギー削減率） 

高効率空調の消

費エネルギー 

21％ 

（エネルギー削減率） 

産業 HPの導入 産業 HP（ヒートポン

プ）の導入 

高効率産業 HP の導入支

援及び普及啓発 

追加導入設備容

量（kW） 

0.96t-CO2/kW 

産業用照明の

導入 

産業用の高効率照明

の導入 

高効率照明の導入支援

及び普及啓発 

追加導入台数（万

台） 

254t-CO2/万台 

低炭素工業炉

の導入 

低炭素工業炉の導入 低炭素工業炉の導入支

援及び普及啓発 

追 加 導 入 基 数

（基） 

700t-CO2/基 

産業用モータ

の導入 

産業用モータの導入 高効率産業用モータの

導入支援及び普及啓発 

追 加 導 入 台 数

（台） 

0.26t-CO2/台 

高性能ボイラ

ーの導入 

高性能ボイラーの導

入 

高効率産業用モータの

導入支援及び普及啓発 

追 加 導 入 台 数

（台） 

64.8t-CO2/台 

コージェネレ

ーションの導

入 

コージェネレーショ

ンの導入 

コージェネレーション

の導入支援及び普及啓

発 

追加導入設備容

量（kW） 

3.1t-CO2/kW 

 

  

※「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」の中から本市の実情に合わせ修正しました。 



 

 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又

は削減率 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（建設施工・特殊自動車分野） 

ハイブリッド

建機等の導入 

短期的には、燃費性能の優れた建

設機械の普及を図ることにより、

CO2削減を目指す 。 

長期的には、カーボンニュートラ

ルの実現に向け、軽油を燃料とし

た動力源を抜本的に見直した革

新的建設機械（電気、水素、バイ

オマス等）の認定制度を創設し、

導入・普及を促進 する。 

また地方公共団体の工事を施工

している中小建設業への ICT 施

工の普及など、i-Constructionの

推進等により、技能労働者の減少

等への対応に資する施工と維持

管理の更なる効率化や省人化・省

力化を進める。 

- 

ハイブリッ

ド建機の追

加導入台数

（台） 

9.6t-CO2/台 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（施設園芸・農業機械） 

施設園芸にお

ける省エネ設

備の導入 

施設園芸において省エネ型のヒ

ートポンプの導入により、燃油使

用量の削減を図り、加温設備にお

ける燃油（主にＡ重油）燃焼に由

来するCO2を削減する。 

・普及啓発 

・省石油型、脱石油型 

施設園芸施策の推進 

省エネ機器

（ヒートポ

ンプ）の追

加導入台数

（台） 

11.12t-CO2/台 

施設園芸において省エネ型の木

質バイオマスの導入により、燃油

使用量の削減を図り、加温設備に

おける燃油（主にＡ重油）燃焼に

由来する CO2を削減する。 

省エネ機器

（木質バイ

オマス）の

追加導入台

数（台） 

27.81t-CO2/台 

施設園芸において省エネ型の多

段式サーモの導入により、燃油使

用量の削減を図り、加温設備にお

ける燃油（主にＡ重油）燃焼に由

来するCO2を削減する。 

省エネ機器

（多段式サ

ーモ）の追

加導入台数

（台） 

1.39t-CO2/台 

施設園芸において省エネ型の循

環扇の導入により、燃油使用量の

削減を図り、加温設備における燃

油（主にＡ重油）燃焼に由来する

CO2を削減する。 

省エネ設備

（循環扇）

の追加導入

箇所数（箇

所） 

2.78t-CO2/箇所 

施設園芸において省エネ型のカ

ーテン装置の導入により、燃油使

用量の削減を図り、加温設備にお

ける燃油（主にＡ重油）燃焼に由

来するCO2を削減する。 

省エネ設備

（カーテン

装置）の追

加導入箇所

数（箇所） 

5.56t-CO2/箇所 

省エネ農機の

導入 

農業機械における燃油使用量の

削減 

農機の省エネに関する

啓発・普及 

省エネ農機

の追加普及

台数（台） 

0.041t-CO2/台 



 

 

（2）業務その他部門 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他） 

業務用給湯器

の導入 

HP 給湯器における適

切な管理方法の定着

によるエネルギー消

費量の削滅。 

・高効率給湯器の普及促

進及び事業者への情報

提供 

・グリーン購入法に基づ

く率先的導入の推進 

追加導入台数 

HP 給湯器（台） 

9.51t-CO2/台 

潜熱回収型給湯器に

おける適切な管理方

法の定着によるエネ

ルギー消費量の削減。 

追加導入台数 

HP 給湯器（台） 

1.32t-CO2/台 

高効率照明の

導入 

高効率照明の導入に

おける適切な管理方

法の定着によるエネ

ルギー消費量の削減。 

・高効率照明の普及促進

及び事業者への情報提

供 

・グリーン購入法に基づ

く率先的導入の推進 

追 加 導 入 台 数

（台） 

0.021t-CO2/台 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 

トップランナ

ー制度等によ

る機器の雀エ

ネネ性能向上 

トップランナー機器

のエネルギー消費効

率向上を進めること

で、業務その他におけ

る機器のエネルギー

消費量を節減する。 

・事業者、消費者への普

及啓発 

・グリーン購入法に基づ

く、トップランナー基準

以上のエネルギー効率

の高い機器の率先的な

導入 

複写機の消費エ

ネルギー 

27.3％ 

（エネルギー削減率） 

プリンタの消費

エネルギー 

26％ 

（エネルギー削減率） 

高効率ルータの

消費エネルギー 

23.9％ 

（エネルギー削減率） 

サーバの消費エ

ネルギー 

29.8％ 

（エネルギー削減率） 

ストレージの消

費エネルギー 

33.6％ 

（エネルギー削減率） 

冷凍冷蔵庫の消

費エネルギー 

16.6％ 

（エネルギー削減率） 

自動販売機の消

費エネルギー 

32.3％ 

（エネルギー削減率） 

変圧器の消費エ

ネルギー 

14％ 

（エネルギー削減率） 

 

  



 

 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

廃棄物処理における取組み 

プラスチック

製容器包装の

分別収集・リサ

イクルの推進 

容器包装リサイクル

法に基づくプラスチ

ック製容器包装の分

別収集・リサイクル

（材料リサイクル、

ケミカルリサイク

ル）の推進。 

・分別収集したプラスチ

ック製容器包装廃棄物

のベール化及びベール

品質の向上 

・消費者への普及啓発 

・実証事業などの施策 

への協力 

プラスチック製

容器包装廃棄物

の分別収増加量

（t） 

0.89t-CO2/t 

廃棄物処理業

における燃料

製造・省エネル

ギー対策の推

進 

低燃費型の廃棄物収

集運搬車両・処理施

設の導入、節電に向

けた取組等の省エネ

ルギー対策を推進

し、燃料使用に伴う

エネルギー起源 CO2

を削減。 

- 

RPF 追加製造量

（t） 

2.54t-CO2/t 

EV ごみ収集車

の導入 

走行から積込までを

全て電動化した EV

ごみ収集車により、

現行の内燃機関ごみ

収集車の代替を図

り、ごみ収集車から

排出される CO2 量の

削減を図る。 

走行から積込までを全

て電動化した EV ごみ収

集車により、現行の内燃

機関ごみ収集車の代替

を図り、ごみ収集車から

排出される CO2 量の削減

を図る 

追加導入台数

（台） 

5.62t-CO2/台 

 

 

  



 

 

（3）家庭部門 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

高効率な省エネルギー機器の普及（家庭部門） 

高効 率給 湯

器の導入 

ヒートポンプ（HP）給

湯器の導入によるエネ

ルギー消費の削減。 

高効率給湯器の普及促

進及び消費者への情報

提供 

追加導入台数 

ヒートポンプ

（HP）給湯器

（台） 

0.53t-CO2/台 

潜熱回収型給湯器の導

入によるエネルギー消

費の削滅。 

追加導入台数 

潜熱回収型（台） 

0.07t-CO2/台 

燃料電池の導入による

エネルギー消費の削

減。 

追加導入台数 

燃料電池（台） 

0.16t-CO2/台 

高効 率照 明

の導入 

高効率照明の導入によ

るエネルギー消費の削

減。 

高効率照明の普及促進

及び消費者への情報提

供 

追加導入台数

（台） 

0.01t-CO2/基 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 

トップランナ

ー制度等によ

る機器の雀エ

ネネ性能向上 

トップランナー機器

のエネルギー消費効

率向上を進めること

で、家庭部門における

機器のエネルギー消

費量を節減する。 

・事業者、消費者への普

及啓発 

・グリーン購入法に基づ

く、トップランナー基準

以上のエネルギー効率

の高い機器の率先的な

導入 

エアコンの消費

エネルギー 

18.8％ 

（エネルギー削減率） 

ガスストーブの

消費エネルギー 

2.8％ 

（エネルギー削減率） 

石油ストーブの

消費エネルギー 

0.8％ 

（エネルギー削減率） 

テレビの消費エ

ネルギー 

35.6％ 

（エネルギー削減率） 

電気冷蔵庫の消

費エネルギー 

28.6％ 

（エネルギー削減率） 

DVD レコーダー

の消翼エネルギ

ー 

10.6％ 

（エネルギー削減率） 

電子計算機の消

費エネルギー 

39.5％ 

（エネルギー削減率） 

磁気ディスクの

消費エネルギー 

0％ 

（エネルギー削減率） 

ルータの消費エ

ネルギー 

12.4％ 

（エネルギー削減率） 

電子レンジの消

費エネルギー 

0.3％ 

（エネルギー削減率） 

電気炊飯器の消

費エネルギー 

5.3％ 

（エネルギー削減率） 

ガス調理機器の

消費エネルギー 

3.9％ 

（エネルギー削減率） 

温水便座の消費

エネルギー 

21.8％ 

（エネルギー削減率） 

 

  



 

 

 

 

  

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

HEMS・スマート

メーターを利

用した徹底的

なエネルギー

管理の実施 

HEMS やスマートメー

ター、スマートホーム

デバイスの導入によ

る家庭のエネルギー

消費状況の詳細な把

握と、これを踏まえた

機器の制御による電

力消費量の削減 及

び、エネルギー小売事

業者等による情報提

供を通じた家庭の省

エネ行動の促進 

HEMS の普及促進及 

び消費者への情報提供 

HEMS 追加普及台

数（世帯数） 

0.12t-CO2/世帯 



 

 

（4）運輸部門 

 

  

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

次世代自動車の普及、燃費改善 

次世代自動車

の普及、燃費

改善 

次世代自動車の普

及と燃費の改善に

より、エネルギー

の消費量を削減す

ることによって、 

CO2を削減する。 

・普及啓発 

・次世代自動車の率先

導入・導入支援 

・インフラ整備 

自動車の燃料消費

量（平均保有燃費

の改善） 

40.7％ 

（エネルギー削減率） 

環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化 

環境に配慮し

た自動車使用

等の促進によ

る自動車運送

事業等のグリ

ーン化 

環境に配慮した自

動車使用等を促進

することによる 

CO2排出量の削減 

エコドライブの普及・

啓発 

エコドライブ関連

機器の追加普及台

数（台） 

2.95t-CO2/台 

鉄道分野の脱炭素化 

鉄道分野の脱

炭素化の促進 

VVVF 機器搭載車

両、蓄電池車両や

ハイブリッド車両

等のエネルギー効

率の良い車両の導

入や鉄道施設への

省エネ設備の導入

等を促進する。 

- 

鉄道のエネルギー

消費量 

15.71% 

 (エネルギー削減率) 

トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進 

トラック輸送

の効率化 

トラック輸送の効

率化を促進するこ

とによる CO2排出量

の削減 

・普及促進 

・車両の大型化に対応

した道路整備 

車両総重量 24t 超

25t 以下の車両の追

加保有台数（台） 

24.3t-CO2/台 

トレーラーの追加

保有台数（台） 

64.8t-CO2/台 

鉄道貨物輸送への環境負荷の低減効果が大きい取組の推進 

鉄道貨物輸送

への転換の推

進 

貨物鉄道は、営業用ト

ラックに比べて CO2排

出量原単位が 1/11 で

ある。そのためトラッ

ク輸送から貨物鉄道

輸送への転換の促進

を図る 。 

普及啓発 鉄道貨物輸送増加

量（万トンキロ） 

2.33t-CO2/万トンキ

ロ 



 

 

（5）非エネルギー部門 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施

することが期待され

る 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

バイオマスブラスチック類の普及 

バイオマスプ

ラスチック類

の普及 

カーボンニュートラル

であるバイオマスプラ

スチックの普及を促進

し、製品に使用される

石油由来のプラスチッ

クを代替することによ

り、一般廃棄物及び産

業廃棄物であるプラス

チックの焼却に伴う非

工ネルギー起源 CO2 の

排出量を削減 

・バイオマスプラスチ

ックを域内に普及させ

る施策等を推進する 

・また、自らが物品等を

調達する際、バイオマ

スプラスチック製品を

優先的に導入する 

バイオマスプラ

スチックの国内

出荷増加量（t） 

1.1t-CO2/t 

廃棄物焼却量の削減 

廃棄物焼却の

削減 

一般廃棄物であるプラ

スチック類について、

排出を抑制し、また、

容器包装リサイクル法

に基づくプラスチック

製容器包装の分別収

集・リサイクル等によ

る再生利用を推進する

ことにより、その焼却

量を削減し、プラスチ

ック類の焼却に伴う非

エネルギー起源 CO2 の

排出量を削減 

・廃プラスチック等の

廃棄物について、排出

を抑制し、また、容器包

装リサイクル法に基づ

くプラスチック製容器

包装の分別収集・リサ

イクル等による再生利

用を推進することによ

り、焼却量を削減・プラ

スチックに係る資源循

環の促進等に関する法

律に基づく措置の実施 

一般廃棄物であ

るプラスチック

類の焼却削減量

（t）（乾燥ベー

ス） 

2.7t-CO2/t 

  



 

 

（6）横断的施策の削減効果 

対策名 具体的内容 

地方公共団体が実施す

ることが期待される 

施策例 

対策指標 
削減量原単位又は

削減率 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 

クールビズ・ウ

ォームビズの

実施徹底の促

進（業務部門・

家庭部門） 

地球温暖化の危機的

状況や社会にもたら

す悪影響について理

解を促すとともに、

クールビズ・ウォー

ムビズ、家庭エコ診

断を推進する。また、

環境負荷の軽減に配

慮したエコドライブ

やカーシェアリング

の実施、脱炭素社会

実現に向けた食品ロ

ス対策を促進する。 

地球温暖化の危機的状

況や社会にもたらす悪

影響について理解を促

進し、地域の生活スタイ

ルや個々のライフスタ

イル等に応じた効果的

かつ参加しやすい取組

を推進することで、住民

の意識改革を図り、自発

的な取り組みの拡大・定

着につなげる普及啓発

活動の実施 

- - 

家庭エコ診断 エコ診断実施件

数(累計診断世帯

数（世帯）） 

0.03t-CO2/世帯 

家庭における

食品ロスの削

減 

食品ロス発生量

の削減量（t） 

0.46t-CO2/t 

エコドライブ 地域の生活スタイルや

個々のライフスタイル

等に応じた効果的かつ

参加しやすい取組を推

進することで、住民の意

識改革を図り、自発的な

取り組みの拡大・定着に

つなげる普及啓発活動

の実施等 

- - 

カーシェアリ

ング 

- - 

 

  



 

 

7 家庭における温暖化対策（参考：JCCCA ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8 施策展開と行動指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境学習講座参加者数 人 492 622

環境フェア参加団体数（個人参加含む） 団体・個人 0 30

学校における環境教育 実施状況 小中全校で実施 小中全校で実施

環境協働事業を実施した環境活動団体数 団体 3 5

大学や企業と連携した環境学習事業 実施状況 実施 実施

地域環境美化自主活動延べ参加者数 人 4,901 6,568

（1）
分かりやすい環境情報の提

供

・環境年次報告書の作成
・市報等を活用した環境情報発信の充実
・環境基本計画の周知

環境年次報告書の発行・市ホームページへの公表 実施状況 実施 実施

（2）
環境調査の充実

・各種環境調査の実施
・環境調査結果の周知・活用
・PM2.5の調査

環境調査の実施 実施状況 実施 実施

公共施設における屋外緑化、緑のカーテン等の設置施設数 施設 14 30

公共施設等の二酸化炭素排出量 t-CO2 32,159 24,281

公用車の次世代自動車導入率 ％ 17.6 50

学校給食における県内産食材の種類の割合 ％ 15.6 20

再生可能エネルギーの利用状況等の情報発信 実施状況 未実施 実施

公共施設における太陽光パネルの設置 kW 55.48 110

（1）
環境に配慮した交通体系整

備の推進
・市内循環ワゴンの運行 市内循環ワゴン乗客数 人 70,032 85,900

リサイクル率（灰含む） ％ 29.9 30.3

フリーマーケットの開催 実施状況 未実施 未実施

集団資源回収量 t 335 456

（1）
食品ロスの削減

・食品ロスを出さないライフスタイルの啓発
・1530運動の推進

食品ロス削減啓発ポスター等の発行 実施状況 未実施 実施

焼却ごみ量 t／年 22,211 21,579

１人１日当たりのごみ量（家庭系） g／人・日 591 584

不法投棄パトロールの実施 回 14 12

最終処分量 t 433 416

生ごみ処理容器販売件数 基 53 60

ポイ捨て及び路上喫煙防止キャンペーン 実施状況 実施 実施

犬の飼い方・しつけ方教室の実施 実施状況 未実施 実施

TNR実施頭数 頭 150 180

道路清掃美化活動団体数（道路サポーターズ） 団体 9 10

苦情があった空き地の未改善箇所数（年度末現在） 箇所 2 0

屋外広告物除去作業回数 回 21 24

公園等の面積 万㎡ 39.5 39.5

公園等愛護会の数 団体 40 40

雨水貯留浸透施設の設置数 箇所 54 55

野焼きの防止（改善/指導の割合） ％ 100 100

事業活動を行っている自治組織の割合 ％ 100 100

交通安全教室の開催回数 回 16 16

市が管理している道路照明灯等のLED化率 ％ 100 100

大気の環境基準達成率（二酸化窒素と浮遊粒子状物質） ％ 100 100

河川の環境基準達成率（生物化学的酸素要求量） ％ 100 100

浄化槽維持管理状況の把握 実施状況 実施 実施

緑地保護地区面積 ㎡ 110,811 110,811

市民農園利用率 ％ 76.7 92.2

新河岸川の美化活動回数 回 2 3

アライグマの捕獲数 頭 18 8

新河岸川生息生物の把握（生物調査） 実施状況 実施 実施

（3）
美しい自然景観と歴史的資

産の保全、調和

・自然環境と歴史的資産の保全
・自然や文化財の中での体験学習の実施

自然環境と調和した歴史、文化財に関する講座回数 回 2 2

・環境フェア及び環境ポスターコンクールの
　実施
・環境学習事業の充実
・学校における環境教育の推進

・環境協働事業の推進
・大学や企業と連携した環境学習事業
・地域環境美化自主活動の推奨及び支援

・地球温暖化防止活動の啓発
・緑のカーテンの普及啓発
・公共施設等の二酸化炭素排出量抑制
・公共施設における省エネ設備の利用促進
・公用車の次世代自動車導入
・地産地消や旬産旬消の推進

施策の柱5

自然と調和し
た環境づくり
の推進

施策の柱1

学びと協働の
推進

施策の柱2

脱炭素社会の
推進

施策の柱3

環境負荷の少
ない循環型社
会の構築

施策の柱4

環境にやさし
いまちづくり
の推進

（1）
安全・安心に住みあえるま

ちづくり

4-2
安全・安心で
環境にやさし
いまちづくり

（2）
公害の未然防止・拡大抑制

（1）
緑や水辺環境の保全

（2）
生物多様性の保全

5-1
自然環境の保
全・再生

3-2
地域からの循
環型社会づく

り

（2）
廃棄物減量化や適正処理の

推進

（1）
清潔で快適な憩いのあるま

ちづくり

4-1
快適な環境の
まちづくり

（2）
魅力あるまちなみ、景観の

保全と創造

（3）
うるおいとやすらぎの場の

創出

（1）
地球温暖化防止活動の推進

2-1
温室効果ガス
削減の推進

2-2
再生可能エネ
ルギーの導入

拡大

（1）
再生可能エネルギーの導

入・利用推進

（2）
リサイクル（3R運動）の推

進

3-1
環境負荷の少
ないまちづく

り

1-3
環境情報の提

供

1-2
協働による環
境事業の推進

（1）
地域や団体が連携した環境

事業の推進

（1）
各年代が参加できる学習の

場の提供

1-1
環境学習の場
や機会づくり

大綱 大項目 施策
現状

令和3年度
目標

令和9年度
施策の展開 行動指標 単位等

・エネルギーの創生型食品廃棄物リサイクル
　施設の利用
・公共施設における再生可能エネルギーの利
　用促進
・再生可能エネルギーの導入促進

・リサイクル事業の推進
・フリーマーケットの開催
・環境学習会の実施
・集団資源回収事業報償金制度
・リサイクルフローの公開等

・分別の徹底やごみの減量化
・不法投棄パトロールの強化

・ポイ捨て及び路上喫煙防止キャンペーンの
　実施
・犬の飼い方・しつけ方教室の実施
・飼い主のいない猫に対するTNRの推進
・道路清掃美化活動の支援

・空き地、空家の適正管理
・街路樹の適正管理
・屋外広告物に対する対応

・公園等愛護会の支援
・公園等の整備
・花いっぱい運動の支援

・都市型浸水被害の防止
・野焼きへの迅速な対応
・自治組織の地域活動の支援
・交通安全教室の開催
・LED道路照明灯等の設置

・河川への有害物質流出事故への対応
・浄化槽維持管理の啓発
・主要幹線道路の騒音・振動・交通量調査の
　実施

・骨格となる緑の保全と継承
・身近な緑の保全・創出
・水質調査の実施
・市民農園の充実
・新河岸川美化活動の推進

・身近な河川環境の保全
・アライグマ防除の実施
・特定外来種に関する周知・啓発
・みどりの学校ファームの活用



 

 

9 用語集 

あ行 

アイドリングストップ 

自動車の駐停車時にエンジンを止めること。県条例により

一定規模以上の駐車場の設置者や管理者には、利用者に向

けた周知看板の設置等が義務付けられている。 

ウォームビズ 

過度に暖房に頼らず、厚着をすることによって、暖房のた

めのエネルギー使用量を減らそうという運動。 

雨水貯留浸透施設 

雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させ、河川や排水管

などに一気に雨水が流れ込むのを防ぐための施設。 

エコドライブ 

車を運転するうえで簡単に実施できる環境対策で、二酸化

炭素などの排出ガスの削減に有効。主な内容として、余分

な荷物を載せない、アイドリングストップの励行、経済速

度の遵守、急発進や急加速、急ブレーキを控える、適正な

タイヤ空気圧の点検などがある。 

エコラボフェスタ 

イベントを通して、ふじみ野市・三芳町環境センターを広

く知ってもらうことや、各家庭でエコについて考えるきっ

かけづくりを目的とした市主催のお祭り。 

オープンスペース 

都市または敷地内で、建造物の建っていない場所。空き地。 

温室効果ガス 

太陽によって暖められた熱が宇宙に逃げるとき、その一部

を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。二

酸化炭素、メタン等、7 物質が温室効果ガスとして削減対

象となっている。 

か行 

海洋プラスチック問題 

普段の生活や経済活動から海に流れ着いたり、直接海や川

に捨てられたりして、最終的に海洋を漂うプラスチックご

みが、プラスチック製品は丈夫で長持ちするために、一度

海に流れついてしまうとほとんど分解されることなく、海

洋生物の生態系などに悪影響を及ぼす問題のこと。 

外来種 

意図的、非意図的を問わず人為的に移動させられたことに

より、その生物が本来移動できる範囲（自然分布域）の外

に生育または生息する生物種。 

家庭系ごみ 

一般の家庭から出るごみ全般のこと。 

環境学習館えこらぼ 

ふじみ野市・三芳町環境センターに併設された環境に関す

る各種環境学習講座の実施や情報発信の場。 

環境基準 

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持される

ことが望ましい基準。大気、水質、土壌、騒音等が定めら

れている。 

環境年次報告書 

市内の生活環境や自然環境の現状、環境啓発等の取組み状

況について、毎年取りまとめて発行している報告書。 

環境フェア 

環境意識の啓発や、環境学習のためのイベント。市内の環

境活動団体や個人が実行委員となり、団体や企業の活動展

示やフリーマーケットなどを行っている。 

環境負荷 

人が環境に与える負担。環境に与えるマイナスの影響のこ

と。 

カーシェアリング 

複数の人が自動車を共同で保有して、交互に利用すること。 

カーボンニュートラル 

ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出量と吸収量がプ

ラスマイナスゼロのこと。 

気候変動に関する国際連合枠組条約 

国際連合の下、大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究

極的な目的とし、地球温暖化がもたらすさまざまな悪影響

を防止するための国際的な枠組みを定めた条約で、平成 6

（1994）年 3 月に発効。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性

をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選ん

で購入すること。 

グリーン成長戦略 

グリーン成長戦略とは、太陽光発電やバイオ燃料などから

作られる「グリーンエネルギー（グリーン電力）」を積極的

に導入・拡大することで、環境を保護しながら産業構造を

変革し、ひいては社会経済を大きく成長させようとする国

の政策。 

グリーンリカバリー 

新型コロナウイルス感染症拡大からの経済復興にあたり、

環境に配慮した回復を目指す景気刺激策のこと。 

 



 

 

公園愛護会 

奉仕活動として、公園、緑道、子ども広場、緑地等の清掃

及び除草、その他良好な環境づくりに協力している団体。 

光化学スモッグ 

自動車の排気ガスや工場等のばい煙などに含まれる窒素

酸化物等が太陽の紫外線によって化学反応を起こし、スモ

ッグが発生した状況のこと。目や呼吸器に障害をもたらす。 

こどもエコクラブ 

子どもたちの自主的な環境活動・環境学習を支援する目的

で平成 7（1995）年に環境省（当時環境庁）が発足させた

事業。平成 23（2011）年から「（公財）日本環境協会こど

もエコクラブ全国事務局」が継承し実施している。 

ごみ分別アプリ 

ごみの収集日やごみの出し方、出す時の注意点、ごみ分別

辞典、よくある質問など、ごみに関する様々な情報を身近

なスマートフォンを利用して簡単に確認できるアプリケ

ーション。 

コンポスター 

ベランダ de キエーロと同様に、家庭の生ごみを微生物に

より分解し、堆肥化する生ごみ処理容器。 

コージェネレーション 

発電と同時に発生した排熱も利用して、冷暖房や給湯等の

熱需要に利用するエネルギー供給システムで、総合熱効率

の向上を図るもの。 

さ行 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど、一

度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯

渇しないエネルギーのこと。 

事業系ごみ 

事業活動を行うことにより発生したごみのこと。 

次世代自動車 

「ハイブリッド自動車」、「電気自動車」、「燃料電池車」、「天

然ガス自動車」の 4 種類の自動車のこと。 

市民農園 

レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者

の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目

的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農

園。 

集団資源回収 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボールや繊維類など、資源として

活かせるものを町会や自治会などの団体が、回収日時や回

収場所などを決めて資源を回収すること。 

旬産旬消 

露地栽培の農産物などを、旬の時期に消費すること。 

循環型社会 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄のスタイルを改

め、地球環境を保全しつつ、限りある天然資源を大切にし、

持続的な発展を遂げていくために、資源・エネルギーの大

量消費や廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルな

どの有効利用を進めて環境への負荷を出来る限り低減し

ようとする社会。 

食品ロス（フードロス） 

売れ残りや食べ残し、期限切れ食品など、本来は食べられ

るはずの食品が廃棄されること。 

浄化槽 

トイレからの汚水やその他の生活雑排水を、水中の微生物

の働きによって浄化処理し、きれいな水にして放流するた

めの設備。 

スマートムーブ 

徒歩、自転車や公共交通機関など自動車以外の移動手段の

選択や、エコドライブの実施、カーシェアリングの利用な

ど、二酸化炭素排出量の少ない移動を推進すること。 

生物多様性 

生物たちの豊かな個性とつながりのことで、直接又は間接

的に支え合って生きていること。生物多様性条約では、生

態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3 つの

レベルで多様性があるとしている。 

ゼロエミッション 

平成 6（1994）年に国連大学によって提唱された日本発の

コンセプト。人間の活動から発生する排出物を限りなくゼ

ロに近づけ、循環型社会を実現するため、最大限の資源活

用や持続可能な経済、生産活動を促進するための理念や方

法のこと。 

ゼロカーボンアクション 

「COOL CHOICE」における、温室効果ガスの排出量を削減す

るための行動とメリットをまとめたリスト。 

た行 

ダイオキシン類 

発がん性などの毒性が高く、人の健康や生態系への影響が

懸念されている有機塩素化合物。 

脱炭素 

石油・石炭等の消費等に伴う二酸化炭素を中心とした温室

効果ガスの排出を大幅に削減していくことを低炭素とい

い、脱炭素は、低炭素を更に推し進め、全体の温室効果ガ

スの排出量を吸収量と同等レベルとしていくこと。 

 



 

 

地域環境美化自主活動 

自治組織等が市内の公道及び公園等において、自主的に行

うごみ回収活動。 

地域クリーン推進員 

市内全域の自治組織から各 2名の市民が委嘱され、地域環

境美化活動を目的として活動している。 

地球温暖化 

地球全体の平均気温が上昇する現象。生態系等に悪影響を

及ぼすおそれがある。主な原因は、人工的に排出される二

酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスであるとされてい

る。 

地産地消 

地域で生産したものをその地域で消費すること。 

低公害車 

既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸

化物や二酸化炭素などの排出量の少ない自動車。 

適応策 

すでに起こりつつある地球温暖化の影響に対処するため

の施策。 

電気自動車（EV） 

蓄電池に蓄えた電気でモータを回転させて走る自動車。

（Electric Vehicle） 

道路サポーターズ 

ボランティアで清掃美化活動を行う市民団体等を道路サ

ポーターズとして認定し、市民と行政が協力して、快適で

美しい道路環境づくりを目指している。 

特定外来種 

外来生物のうち、特に人間の健康や在来種の生態系などに

害を及ぼす、またはその可能性があるとされる生物で、法

律で指定されたもの。 

都市型災害 

都市に特有の、規模が拡大し複雑化した災害のこと。 

トップランナー制度 

対象となる家電・OA 機器等や自動車の燃費基準でエネル

ギー消費効率が最も優れているものをトップランナーと

して、その性能に技術開発の見通しを考慮して目標となる

省エネ基準を定める制度。 

な行 

生ごみ処理容器 

自然界の微生物を利用して生ごみ等を発酵分解し、ごみの

容量を減少させ、堆肥化することを目的として製造された

容器。 

 

ナラ枯れ 

ナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木（どんぐりの木）が枯

れる森林被害。 

野焼き 

廃棄物（ごみ）を屋外で焼却すること。法律や県条例によ

り、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁

止とされている。 

は行 

ばい煙 

物の燃焼に伴って発生する煙やすすのことで、特に不完全

燃焼によって発生する大気汚染物質のこと。 

バイオマス 

動植物から生まれた再生可能な有機性資源のこと。代表的

なものに、家畜排泄物や生ごみ、木くず、もみがら等があ

る。 

廃プラスチック 

一般的には事業稼働に伴って生じる、不要になって廃棄処

分されるプラスチック類のことだが、この計画では一般家

庭から廃棄されるプラスチック類のことと定義する。 

花いっぱい運動推進委員会 

自治組織や小中学校等の植栽活動や花壇整備を通して、住

民の環境美化意識の高揚及び地域コミュニティの推進を

図る団体。 

パリ協定 

地球温暖化対策に関する国際的な新たな協定。2020 年以降

の気候変動問題に関する国際的な枠組みで、世界共通の長

期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に

比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力

を追求すること」が掲げられている。 

フードドライブ 
家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている地

域のフードバンク等の生活困窮者支援団体、子ども食堂、

福祉施設等に寄付する活動のこと。 

フードバンク 
安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスな

どの理由で、流通に出すことができない食品を企業などか

ら寄贈してもらい、必要としている施設や団体、困窮世帯

に無償で提供する活動。 

ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 
本市の魅力や特徴を存分に発揮し、様々な課題を乗り越え、

将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するため、新

たな時代に対応した行政経営の指針となる計画。「基本構

想」「基本計画」「実施計画」の 3 層で構成する。 

 

 

 



 

 

ふじみ野市ゼロカーボンシティ宣言 
市民・事業者・行政が一体となり、「オールふじみ野」で 2050

年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボ

ンシティ」を目指す宣言。 

ベランダ de キエーロ 
家庭で生じた料理くず、食べ残し等の生ごみを微生物によ

り分解し堆肥化するもので、生ごみ減量化施策として導入

した生ごみ処理容器。 

ポイ捨て及び路上喫煙防止キャンペーン 
「ポイ捨て禁止」及び「路上喫煙防止」の呼びかけや、清

掃活動を行うこと。 

防災レジリエンス 
防災マニュアルの策定をはじめとした災害対策や被災後

の復旧・復興力のこと。 

保存樹木 
地域で親しまれてきた老木や名木、あるいは良好な自然環

境を残す樹林などを、自治体の条例等により、指定し保存

するもの。 

ま行 

緑のカーテン 

植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温

度上昇抑制をはかる省エネルギー手法、または、そのため

に設置される植物。 

みどりの学校ファーム 

学校単位で農園を設置し、児童・生徒が農業体験活動を通

じて、生命や自然、環境や食物などに対する理解を深める

とともに、情操や生きる力を身につけることを狙いとした

取組。 

緑の基金 

緑地の保全及び緑化の推進に関する事業に充てるために

設置されている基金。 

緑の基本計画 

市町村が、都市緑化法に基づき、緑地の保全や緑化の推進

に関して、将来像、目標、施策などを定める基本計画。 

や行 

要請限度 

自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることに

より、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認める

ときに、都道府県公安委員会に対して対策を要請する際の

基準。 

余熱利用施設エコパ 

ふじみ野市・三芳町環境センターから発生する熱エネルギ

ーを利用した環境にやさしく、ふれあい・交流・健康増進

をテーマに、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の方が

楽しめる施設。 

ら行 

緑地保護地区 

一定の条件を満たした山林を緑地保護地区として指定し、

伐採等の行為に制限をかけることにより、まとまった緑の

保全を図る制度。 

緑被率 

特定区域に占める緑被の面積または割合。緑被は樹木地、

草地、農耕地、水辺など、植物の緑で被われた土地、もし

くは緑で被われていなくとも、自然的環境にある土地。樹

木の場合は、樹冠の広がりを対象とする。 

英数字 

BOD（生物化学的酸素要求量） 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに

消費される酸素の量のことで、河川の有機汚濁を測る代表

的な指標。 

COP（コップ） 

国連気候変動枠組条約締約国会議（Conference of Parties）

の略称であり、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでい

くための国際的な議論の場。 

COOL CHOICE（クールチョイス） 

令和12（2030）年度の温室効果ガスの排出量を平成25（2013）

年度比で 46％削減するという目標達成のために、脱炭素社

会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、

「ライフスタイルの選択」など、日々の生活の中であらゆ

る「賢い選択」をしていくことを促す国民運動。 

ESG 投資（イーエスジー投資） 

従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会

（Social）・ガバナンス（Governance）の要素も考慮した投

資。 

FCV（エフシーブイ） 

燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle）の略称。車載の水素

と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その電

気でモータを回転させて走る自動車。 

FIT 制度（フィット制度） 

太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電した電

気を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取ることを国

が保障する制度。 

IPCC（アイピーシーシー） 

国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental 

Panel on Climate Change）の略であり、人為起源による

気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術

的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目

的として、昭和 63（1988）年に国連環境計画（UNEP）と世

界気象機関（WMO）により設立された組織。 



 

 

mottECO（モッテコ） 

環境省が提唱する、飲食店で食べきれなかった料理をお客

様の自己責任で持ち帰る行為の愛称。 

RE100 宣言（アールイー100 宣言） 

影響力のある企業が、「企業活動において 100％再生可能エ

ネルギーを使用エネルギーとして利用しよう」という目標

を掲げた意思表明。 

ZEH（ゼッチ） 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Net Zero Energy House）

の略であり、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロに

することを目指した住宅。 

1530 運動 

毎月 15 日は「エコクッキングデー」、毎月 30 日は「冷蔵

庫クリーンアップデー」とする取組。また、宴会やパー

ティのときは、開始 30 分間は味わいタイム、お開き前の

15 分間は食べきりタイムとする運動。 

3R（スリーアール） 

循環型社会を構築するための取組。発生抑制（Reduce/リ

デュース）、再利用（Reuse/リユース）、再生利用

（Recycle/リサイクル）の 3つの頭文字。 
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